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 午前１０時００分 開  議 

 

○海老名 悟議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第４号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○海老名 悟議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可します。 

  一つ、本市の災害対策について外２点、23番太

田克典議員。 

  〔２３番太田克典議員登壇〕（拍手） 

○２３番（太田克典議員） 皆さん、おはようござ

います。市民平和クラブの太田克典です。初当選

以来６回目の一般質問となります。 

  まずもって朝早くから傍聴においでくださいま

した皆様に心から御礼申し上げます。ありがとう

ございます。 

  質問に入る前に、きょう12月８日は、75年前日

本が真珠湾やマレー半島に侵攻し米国や英国と

開戦、太平洋戦争が始まった日です。この戦争で

実に多くのとうとい命が奪われました。犠牲にな

られた全ての方々に改めて心から哀悼の意を表

したいと思います。 

  さて、今回は３項目について質問いたします。

毎回申し上げることですが、簡潔かつ明確な御答

弁をお願いいたします。 

  初めに、１、本市の災害対策について、（１）

業務継続計画の策定状況を伺います。 

  業務継続計画いわゆるＢＣＰは、災害時に人や

物、情報等の資源が制約を受けた場合でも、一定

の業務を的確に行えるようにという観点から、業

務の継続性を確保するために防災基本計画に位

置づけられているものです。災害が発生した場合

の業務推進のよりどころとなるものと言えます。 

  この重要な計画ですが、市町村における策定状

況は、消防庁の調べで平成25年８月現在わずか

13％でした。本市米沢市ではどうなっているのか。 

  日本経済新聞社産業地域研究所が平成27年10月

30日から12月１日に実施したアンケート調査の

結果をもとに、ことし３月の予算特別委員会にお

いてただしたところ、その時点で本市においても

策定されていないことがわかりました。 

  国では「市町村のための業務継続計画作成ガイ

ド」を策定し、平成27年５月20日付で、内閣府政

策統括官から各都道府県知事に対して、県内各市

町村にその周知を図るとともに、業務継続体制を

より一層強化するよう通知をしております。 

  予算特別委員会から９カ月余り経過しましたが、

本市の策定に向けた取り組みについて改めてお

知らせください。 

  次に、（２）市庁舎の建てかえに向けた検討状

況について伺います。 

  山形県では、建築物の耐震改修の促進に関する

法律の規定に基づき、一定の用途・規模以上の建

築物や災害活動拠点となる施設についての耐震

診断の結果を、この11月16日に公表しました。翌

日には新聞報道もなされています。当市議会にお

いても、11月22日開催の産業建設常任委員会協議

会や24日開催の市政協議会において、当局から報

告されたところです。 

  公表された建物のうち、米沢市役所、この市庁

舎については、震度６強から７に達する程度の地

震に対して危険性が高いとされています。こうし

た耐震診断の結果については、昨年５月29日の総

務文教常任委員会協議会や６月１日の民生常任

委員会協議会、さらには３日の市政協議会におい

ても報告されておりますけれども、このたび県に

よって公表されたことで、建てかえの緊急性が改

めて広く市民に認識されたと言えます。 

  市庁舎の建てかえについては、平成28年度から

37年度まで10年間の本市まちづくりの基本とな
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る「まちづくり総合計画」の基本構想などには記

述がないものの、上程された平成27年９月定例会

における総務文教常任委員会での質疑を通して、

建てかえに向けた検討を行うことが第１期実施

計画に盛り込まれたという経緯があります。 

  そこでお伺いします。市庁舎の建てかえに向け

た検討状況はどうなっているでしょうか。お答え

ください。 

  次に、２、特殊詐欺対策について、本市におけ

る被害の現状と取り組みを伺います。 

  一般市民、特に高齢者を対象としたオレオレ詐

欺や還付金詐欺などによる被害は、今も時々報道

され後を絶つことがありません。報道される被害

は氷山の一角で、実際は表に出てこない隠れた被

害が数多く起こっているかもしれません。 

  なぜ被害に遭ってしまうのか。自分だけはだま

されないという意識に一因があるとも言われて

おります。先日、私の知人もだまされかけ、実際

にＡＴＭのあるところまで通帳を持っていった

ところ、たまたまその通帳に十分な残高がなかっ

たため被害に遭わなかったという話をしてくれ

ました。そのときはだまされているなどとは少し

も考えなかったと言っております。 

  こうしたことから、私自身も、特殊詐欺という

ものが身近に起こり得るということを改めて感

じます。そこでお聞きしたいと思います。 

  米沢市における被害の状況はどうなっているで

しょうか。また、米沢市はどのような対策をとっ

ているでしょうか。お答えください。 

  次に、３、介護予防・日常生活支援総合事業に

ついて伺います。 

  まず、（１）本市の取り組み状況についてです。

介護予防・日常生活支援総合事業については、こ

とし６月の一般質問でも取り上げました。そして、

平成27年度から実施可能とされていたにもかか

わらず、米沢市の取り組みはおくれているのでは

ないかと指摘をいたしました。 

  それに対する答弁は、少しおくれているという

ことを認めた上で、平成29年度から当該事業をス

タートさせることとして、市内の各事業所等の介

護資源を洗い出し、提供可能なサービス、必要な

サービスなど、幅広い視点から内容を詰めている

というものでした。 

  以来半年余りが過ぎました。先日、介護事業者

の方にお会いをし、11月２日に市が行った事業者

説明会の内容等についてもお聞きをしました。そ

の方のお話では、まだまだ十分ではなく、来年４

月のスタートに向けて不安を訴えておられまし

た。 

  そこで、本市の取り組み状況について改めてお

伺いをいたします。 

  次に、（２）山形県地域医療構想との関係につ

いて伺います。 

  この山形県地域医療構想は、先ほど述べた医療

介護総合確保推進法の制定により、策定しなけれ

ばならないとされたものです。 

  ことし９月の市議会定例会では、市立病院等の

建てかえに関連してこの地域医療構想に言及し

ましたが、その際にはまだ構想（案）の段階でし

た。それが９月末に正式決定をされております。 

  その内容を改めて読んでみると、キーワードと

なるものが明確に示されております。１つは「在

宅」、そしてもう一つは「医療と介護の連携」で

す。 

  そこでお伺いします。この地域医療構想を受け

て、本市ではどのように医療と介護の連携を図っ

ていくのか。その具体的な方針を伺います。 

  以上、壇上からの質問といたします。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、１項目めの本市の

災害対策について御答弁申し上げます。 

  まず、（１）の業務継続計画の策定状況につい

てでありますが、業務継続計画につきましては、

御指摘のとおり、災害時に行政みずからも被災し、

人、物、情報等利用できる資源に制約がある状況
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下において、優先的に実施すべき業務を特定する

とともに、業務の執行体制や対応手段、継続に必

要な資源の確保等をあらかじめ定め、地震等によ

る大規模災害の発生時にあっても適切な業務執

行を行うことを目的とする計画であります。 

  災害対策につきましては、何をする必要がある

かを定めた地域防災計画があるわけですが、役所

の人員や施設、設備等が甚大な被害を受けた場合

の対応までは規定されておりません。 

  東日本大震災の際には、庁舎、それから職員が

被災した市町村にあって、一時的に行政機能が失

われる深刻な事態に陥っておりまして、業務の実

施は困難をきわめるものとなったことは御承知

のとおりでございます。 

  また、ことしの４月に発生しました熊本地震の

際も、市庁舎の被災や停電等の事例が見受けられ

たと。 

  そこで、地域防災計画に定められた業務を大規

模災害発生時にあっても円滑に実施する必要が

あると、そのために業務継続計画を策定し、市役

所自身が被災しても、制約が伴う状況下にあって

も、業務が遂行できる体制をあらかじめ整えてお

くことが必要であるということは御指摘のとお

りでございます。 

  さらに、市役所においては平常時から市民への

公共サービスの提供を担っているところでもあ

りまして、業務の中には災害時にあっても継続が

求められる業務が含まれるということでござい

ます。したがいまして、業務継続計画の必要性と

いうものは十分認識しているところであります。 

  県内の地震災害における業務継続計画の策定状

況でありますが、県庁舎、それから各総合支庁舎

の業務継続計画については、26、27年度に策定し

ておるようでございます。 

  市町村では、28年４月１日現在ですが、８市町

で策定されております。全体では22.8％の策定率

となっております。 

  そこで本市の場合ですが、これまで先進自治体

の業務継続計画について情報収集や取り組み状

況について研究してきたところでございます。今

年度は、内閣府と消防庁が共催して山形県を会場

に行いました「市町村ＢＣＰ策定研修会」にも参

加しております。この研修につきましては、先月

終了したところでございます。 

  今後は、研修で得た内容を整理しまして、まず

は市が災害時に優先的に開始、それから再開すべ

き業務を非常時優先業務として整理するため、全

課対象に調査を行っていきたいと考えていると

ころでございます。 

  次に、市庁舎の建てかえでございます。 

  市庁舎の建てかえ等につきましては、今年度庁

舎耐震化工法等の調査業務を委託しているとこ

ろであります。この業務の中で工法等について、

工法につきましては、耐震補強や新築、庁舎分散

化というものでありますが、この工法等につきま

して技術的検討を行い、それぞれのメリット・デ

メリットの比較検討を含め、概算費用等を算出す

るほか、現庁舎の維持更新費用の推計を行う予定

としているところであります。 

  この調査を踏まえまして、防災拠点施設として

の耐震性能や庁舎としての執務機能の確保、それ

から工事費や工期、工事中の制限などの観点から、

庁舎の耐震化整備の方針について総合的に検討

していく予定としているところでございます。 

  なお、庁舎の耐震化には多額の費用が必要とな

ることから、当面はできる限り基金積み立てを行

って、建てかえなどに備えていきたいと考えてい

るところでございます。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 菅野市民環境部長。 

  〔菅野紀生市民環境部長登壇〕 

○菅野紀生市民環境部長 私からは、２番、特殊詐

欺対策について、本市における特殊詐欺の被害の

現状と取り組みについてお答えいたします。 

  初めに、被害の現状ですが、山形県警察本部に

よる特殊詐欺の警察安全相談を含みます被害の
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全体の認知件数は、平成26年142件に対し、平成

27年は172件で30件の増加。米沢市・川西町をエ

リアとする米沢警察署管内の認知件数は、平成26

年12件に対し平成27年23件で、11件の増加となっ

ております。 

  平成27年の被害届の提出された被害額は、県全

体で67件、被害金額は約２億円。米沢警察署管内

では３件、被害金額は約380万円となっておりま

す。 

  次に、本市における特殊詐欺への取り組みにつ

いてでございますが、市消費生活センターの取り

組みといたしまして、大別して次の３点でござい

ます。 

  １点目は、消費生活相談業務でございます。 

  市消費生活センターの相談件数は、平成26年度

で594件に対し平成27年度は639件で45件の増加

となっておりますが、そのうち特殊詐欺と思われ

る相談件数については、平成26年度76件に対し平

成27年度65件と９件減少しております。 

  この特殊詐欺と思われるような相談で、劇場型

の買え買え詐欺や、インターネットで代金を支払

っても商品が届かないいわゆる詐欺的なサイト

等については、県と警察本部に情報を提供してお

り、その実績は平成26年度13件、平成27年度９件

となっております。 

  ２点目といたしましては、広報・啓発活動でご

ざいます。 

  消費生活に関する出前講座では、「賢い消費者

になろう」をテーマに、山大・米短などの大学、

町内会、地区高齢者グループ等を対象に出前講座

を実施しております。 

  また、毎月15日号の「広報よねざわ」では、今

話題となっている消費者トラブル等を掲載し注

意喚起を行っているほか、ＮＣＶの「ＦＭおきた

まＧＯ！」では、毎週木曜日にトラブルの事例紹

介や、市のホームページでも注意喚起情報の提供

や暮らしに役立つ情報を提供しております。 

  ３点目といたしましては、見守りサポーターの

養成でございます。 

  高齢福祉課と連携し、特に高齢者の消費者被害

防止のため、消費者を見守る見守りサポーターを

養成する事業を実施しており、平成27年11月末現

在957人の見守りサポーターを養成しております。

サポーターには「みどリング」という緑色のブレ

スレットを交付し、日ごろの生活や仕事の中で消

費者の見守り活動を行い、必要時の声かけや相談

窓口への通報などを行っていただいております。 

  この見守りサポーターを養成する事業の実施に

より、市消費生活センターと高齢者福祉部門の地

域包括支援センターなどが一緒になって、被害防

止に向けて継続的な連携が図られてきていると

ころでございます。 

  そのほか、関係機関・団体と連携した取り組み

といたしましては、「やまがた110（いちいちま

る）ネットワーク」があります。「やまがた110

ネットワーク」とは、山形県警から電子メールで

安全安心情報を提供するネットワークで、どなた

でも無料で登録ができます。 

  本市としましても、市の各種窓口に寄せられる

特殊詐欺を初めとした犯罪に関する市民からの

相談や情報を警察にすぐに提供することにより、

110ネットワークなどを活用したリアルタイムの

周知につながっております。 

  以上のような取り組みもあり、平成27年の特殊

詐欺の被害阻止状況については、県全体で87件、

阻止金額は約１億円、阻止率は56.5％となってお

り、米沢警察署管内では５件、阻止金額は280万

円弱、阻止率は62.5％となっており、米沢警察署

管内の阻止率は県全体よりも６ポイント高い状

況となっております。 

  なお、本年７月より山形県では、高齢者への通

話録音機貸し出しによる被害防止対策を実施し、

被害を未然に防ぐ効果を検証しており、本市には

モニター10世帯に対し「警告メッセージ付通話録

音機」が設置されております。 

  この通話録音機は着信時に「この電話は振り込
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め詐欺などの犯罪被害防止のため、会話内容が自

動録音されます」とアナウンスを流し、振り込め

詐欺を防止するもので、12月にはアンケート調査

を実施し、効果を検証していきます。 

  改めて、特殊詐欺は、身内の方のトラブルをで

っち上げ不安をあおったり、あり得ないもうけ話

で判断力を鈍らせたり、市役所職員を詐称し手続

を急いでしないと損をするような話で生じさせ

た心のすきを狙う卑劣な犯罪です。本市としても

関係機関・団体との情報の共有に努め、連携して

市民生活の安全安心の確保に努めてまいりたい

と考えております。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

  〔堤 啓一健康福祉部長登壇〕 

○堤 啓一健康福祉部長 私からは、３の介護予

防・日常生活支援総合事業についてお答えいたし

ます。 

  最初に、本市の取り組み状況についてでありま

すが、総合事業を開始する平成29年度は、現在の

保険給付サービスとして提供されております訪

問介護及び通所介護を現行相当サービスとして

移行し、現行相当以外の多様なサービスについて

は、訪問・通所とも短期集中予防サービスを中心

に実施いたします。 

  この11月には移行サービスの提供事業者を対象

とした説明会を開催し、本市の現状及び目指す全

体像などについて説明を行いました。 

  平成29年２月中旬以降に２回目の事業者説明会

を開催する予定でありまして、実務的な説明を行

う予定であります。既に総合事業を実施している

ほかの市町村を参考に準備・検討を進めておりま

すので、現時点では平成29年４月から実施できる

ものと考えております。 

  続きまして、山形県地域医療構想の中で示され

ている在宅医療・介護連携については、従来から

問われ続けてきました課題の一つであります。そ

れぞれの保険制度が異なること、多職種間の相互

理解や情報共有が十分にできていないことなど、

必ずしも円滑に連携がなされてはいないという

指摘がございました。 

  そのため、国では、在宅医療と介護を一体的に

提供するために必要な支援について、介護保険法

の地域支援事業にて在宅医療・介護連携推進事業

として位置づけ、全国的に取り組むこととなりま

した。 

  内容としましては、市町村が地域の医療・介護

の関係機関及び団体等と協力して、医療・介護関

係者が参画する会議の開催などの具体的取り組

みを実施することとされております。 

  実施に当たりましては、医師会、歯科医師会、

薬剤師会等を初めとする医療の関係機関及び団

体等の理解と協力が不可欠であることから、十分

に協議を重ねながら進めてまいります。 

  現在、置賜管内では、保健所が中心となって高

齢者に関する入退院調整ルール等の策定を進め

ており、県との連携についても強化してまいりま

す。 

  また、本市としましては、地域の在宅医療・介

護連携を支援する役割を担う（仮称）在宅医療・

介護連携支援センターの設置を平成29年度中に

行い、このセンターを中心として医療・介護の横

断的な連携体制が構築されるよう、関係機関等の

協力を得ながら進めてまいります。 

  私からは以上であります。 

○海老名 悟議長 太田克典議員。 

○２３番（太田克典議員） まずは御答弁ありがと

うございました。順次、質問席から質問させてい

ただきたいと思います。 

  まず、業務継続計画、ＢＣＰについてでありま

すけれども、基本的なことで、これを策定するん

だというふうな方針、その姿勢は変わりないとい

うふうなことで理解してよろしいですか。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 これにつきましては以前から

本会議のみならずさまざまな場で、その計画の策
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定について指摘されてきたところでございます。

そのたびごとではありませんが、この必要性につ

いては十分認識をしているというふうに御回答

申し上げてきたと思っております。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 必要性を認識している

ので策定方針に変わりはないと。それから、先ほ

ど策定の意義、効果というものについても言及が

あったかと思います。しかしながら、その必要性

も認識している、それから策定の意義、効果も十

分捉えている、それでもこれまで策定できなかっ

た、その理由はどんな理由によるんですか。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 先ほど議員のほうから御紹介

ありましたが、内閣府からでしたか、作成ガイド

を示されたのが27年５月になります。 

  実は、それ以前からこの業務継続計画について

は検討してまいりましたが、我々の段階では相当、

微に入り細に入りではありませんが、相当細部に

わたってその継続性をどう確保していくか、ある

いは継続をしない業務をどう切り捨てていくか

についての相当なボリュームの検討が必要だと

いうことも含めまして、まずは計画自体の困難性

があったところでございます。それがまず１点で

ございます。そういう認識でいたということでご

ざいます。 

  それから、もう一点目が、危機管理の中では防

災計画を、震災後になりますが、防災計画を25年

に策定するその事務作業もあったり、それから、

同報系無線の導入を含めてさまざまな検討をす

る必要があったり、事務がほかにちょっと多忙だ

ったこともあったということもあって、大きくそ

の２つからおくれおくれになってしまったとい

うことで御理解いただきたいと思います。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 困難性、事務が多忙だ

ったというふうなお話ですけれども、端的に申し

上げて、策定に当たる職員体制、マンパワーが不

足していたというふうなことはないでしょうか。

そのあたりの認識はいかがですか。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 人は、それに従事する職員が

多ければよいというふうには認識してございま

せん。少数精鋭というか、こういった計画を練り

上げるには一部のプロ的職員がきっちりやるこ

と、それがいい計画につながっていくんだろうな

と思います。 

  特にこのたびは内閣府のほうからも参考になる

ようなものも示されておりますので、そういった

ことも据えながら取り組んでいけるものと思っ

ているところでございます。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） これまで大きな災害が

なかったというのは、まさに不幸中の幸いだった

なというふうに思います。 

  先ほど効果ということでも回答ありましたけれ

ども、災害前の備え、災害後の対応のあり方をチ

ェックして、不備や課題を洗い出すというふうな

効果もあるというふうなことも言われておりま

す。 

  それから、先ほどは「みずからも被災者である

行政」というふうな表現だったわけですけれども、 

「みずからも被災者である職員」の睡眠、それから

帰宅など安全衛生面の配慮の向上も期待できる

と。これは先ほどの通知の中にも書かれているこ

とです。そういった効果があるというふうなこと

を明示しておるわけで、ぜひともこれは早急に策

定していただきたいというふうに思います。 

  この３月の予算特別委員会の質疑の回答、市長

からは、「業務の継続は重要な課題である。今後

内部で調整し、先進地を参考にしながら全体を考

えていきたい」というふうな答弁をいただいてお

ります。以来９カ月、いろいろ勉強もされている

ようでありますけれども、重ねて早急に策定され

るよう要望しておきたいと思います。 

  具体的にいつまで策定というそのあたりのめど
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はいかがですか。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 大変申しわけありませんが、

その時期までのめどを今この場で示すことは難

しいわけですが、まずは全課対象に、壇上でも申

し上げましたが、優先的に開始・再開すべき業務

を全課対象に調査をまずしていきたいと思って

おります。それを受けて、危機管理の中でもんで

練り上げていきたいと思っているところでござ

います。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 市庁舎の建てかえに向

けた関係でお伺いしたいと思います。 

  市庁舎耐震化工法等調査事業が第１期実施計画

に掲載されておりまして、平成28年度事業だとい

うことです。先ほど説明もありましたが、この事

業の成果、今年度の委託事業だと思いますけれど

も、当然年度内には出るものだというふうに思い

ます。この結果について、その工法等、分析等な

されたその結果は、いつごろ市民や議会のほうに

示していただけますか。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 一応先ほど述べられましたそ

の調査業務の委託契約の期間でありますが、本年

12月28日までとなっております。場合によっては

それ以前に報告として出される可能性がないわ

けではありませんが、まずは28日だと。それを受

けて内部のほうで検討しながら、その後に議会に

あるいは市民のほうにも御報告、周知してまいり

たいと思っております。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） よろしくお願いしたい

と思いますけれども、結果が出たとしても、実際

に工事にかかる、それから工事が終わって使える

ように新しい庁舎が建つというまでには、相当時

間がかかるものだというふうに思います。 

  その間、大きな地震等がないとも限らないわけ

で、そうしますと、その間いかにその被害を小さ

くするか、減災という考え方ですけれども、そう

いった取り組みも非常に大事になってくるので

はないかなと思います。 

  そこで３点ほど指摘をさせていただきたいと思

いますが、まず１点。防災行政無線が庁舎内に設

置をされていると。その庁舎自体が耐震性が不足

しているんだということが言われるわけですけ

れども、耐震性が不足しているその庁舎に重要な

無線機器といったものを設置する。このことにつ

いては、ことしの10月５日の朝日新聞でも、国の

会計検査院の調査に基づいて問題があるんじゃ

ないかというふうな報道もなされています。米沢

市はどのような状況になっていますか。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 本庁８階にサーバー、４階に

も機器等がございますので、本庁が重大な被害を

受けた場合には使えなくなる可能性がございま

す。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） ６月定例会で鳥海議員

が質問されておりますけれども、ここの本庁舎が

だめになった場合はＢ棟、それから、Ｂ棟がだめ

になった場合は屋内多目的運動場が防災拠点だ

と。そちらのほうに、こういった庁舎が使えなく

なった場合無線機器を使えるような、そういうふ

うな設備をあらかじめ前もって設置をしておく

といったことが必要ではないかと思いますけれ

ども、そのあたりはいかがでしょうか。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 本庁に設置されている同報系

無線につきましては、まず前提として、この本庁

のフロアで言えば７階、通常８階と言っておりま

すが、その高さを利用した、前提とした同報系無

線の設置でございます。 

  したがいまして、その上にアンテナで高さを計

算して設置しておりますので、そのアンテナの高

さを確保できる状況でないと、なかなか簡単に移

転することが難しい。別途相当高いアンテナを立
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てる必要があったりしますので、経費としては莫

大にかかってくるということで、移転するにも、

なかなか経費の面もありますし場所の関係もあ

って、難しいのが現実でございます。ですので、

その辺のところをどう解決するか、重要な問題だ

と思っているところでございます。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） ぜひ十分な検討をして、

万一のときに備えていただきたいと思います。 

  それから、もう一つ、２点目ですけれども、庁

舎内各階にキャビネットが設置されております。

特に２階部分などはそのキャビネットで一般市

民と職員の作業の場、業務の場が仕切られている

というふうなところもたくさんあるわけですけ

れども、そのキャビネットの転倒防止については

どのようにお考えでしょうか。 

  私は、５年前の東日本大震災のときには６階に

おりまして、その際はいろんな書類が詰まってお

ったキャビネットが、倒れこそしなかったんです

けれども動いたんですね。１人では到底動かせな

いようなそういうキャビネットが動いた。あのと

きの震度は震度５強だったかと思いますけれど

も、そのような状況が今後起きる可能性はあるわ

けで、倒れてしまうということも十分可能性考え

られるわけです。各家庭では転倒防止のいろんな

器具などもありますけれども、庁舎内のキャビネ

ットの転倒防止の対策はいかがでしょうか。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 太田議員におかれましては特

に御承知のことだと思いますが、市役所はオープ

ンスペースになっております。ですので、それぞ

れの課の間には壁がございませんで、実質キャビ

ネット等が境界になっているということで、壁が

あるところに置かれているキャビネットにつき

ましては下にかませることである程度転倒防止

になろうかと思いますが、壁のないところのキャ

ビネットにつきましては、天井を支えに転倒防止

を図る等が考えられるわけですが、その天井その

ものが相当弱いというふうに聞いてございます。

そこを中心に支えるにしても天井がもたないだ

ろうというふうな想定もしておりまして、抜本的

なキャビネット転倒対策についてはなかなか難

しいというところが現状でございます。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 難しいだけでは済まさ

れないのではないかなと思いますので、ぜひ転倒

しないように、被害を最小限に食いとめるといっ

た方策を講じていただきたいと、強く要望してお

きたいと思います。 

  それから、３点目ですが、雷サージ対策、雷（ら

い）サージとも呼ぶそうですけれども、これにつ

いては庁舎はどのような対策をとっておられま

すか。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 雷サージについては現在本市

では対応をとっておりませんので、対策として考

えられるのは、雷サージ侵入を抑制する機器を設

置することが有効ではないかというふうに考え

ております。 

  現在、その機器をどの場所に設置するのが効果

的で被害を最小限に抑えることができるか、検討

しているところでございます。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 庁舎についてお伺いし

ましたけれども、市立病院はいかがですか。雷サ

ージ対策とられていますか。 

○海老名 悟議長 加藤病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 病院につきましては、

電気についてはその導入線の中途にいわゆる避

雷器と言われる、「アレスタ」と呼ぶそうですけ

れども、それを設置しております。ただ、それで

100％防げるかというと、なかなかそれも難しい

というのが現状のようです。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 今、避雷器というお話

が出ました。実はこれは今週月曜日にＮＨＫの
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「クローズアップ現代＋」で報道されております。

若干御紹介したいと思いますが、長野県のある病

院では周辺に落雷があったことによって透析機

器10台が10台とも動かなくなったと。落雷による

異常な電流によるものだというふうに想定され

るというふうなことです。たまたま透析にかかっ

ていない交代の時間帯であったので事なきに至

ったということが報道されております。 

  また、全国の被害は、全国市有物件火災共済会

の統計ですけれども、平成24年度は全国で240件

雷による災害が発生していると。前橋市において

は、雷サージの影響で防災行政無線が半月も使え

ない状態であって、そのことに気づいていなかっ

たと。85カ所について対策を検討中だというふう

なことです。 

  その対策ですけれども、先ほど話がありました

避雷器を実際に設置をした東京の総合病院は、電

子カルテが６時間使えない状態にあったという

ことで設置をしたと。設置費用は200万円。京都

の清水寺は火災報知器につながる全てのケーブ

ルに避雷器を設置したと。その数150個。設置費

用は2,000万円というふうなことで報道されてお

りました。 

  ぜひその避雷器といったものを設置して、雷サ

ージを防止するといったことも検討していただ

きたいと思います。番組の中では雷、冗談として

だと思いますが、ある人は、上杉神社にお参りを

して落ちないように、そういうふうなことが雷の

落雷防止ということで考えられるなんていう話

も笑い話のようにあるわけですけれども、避雷器

のような機器を使って少しでも被害を小さくす

る。それをやらない、防ごうと思えば防げたのに

できなかったと、そういう状況では天災とはもは

や言えない。人災だと。雷による被害は天災から

人災へというふうに言われているというふうな

ことで、番組の中で指摘をされております。ぜひ

ともこの雷サージ対策については早急にとって

いただきたいと思います。 

  次に、特殊詐欺対策について伺います。 

  さまざまな対策をとられているというふうなこ

とがわかりました。ですけれども、被害が発生し

ている以上はそれで十分とは言えないというこ

とだと思います。 

  先ほど出前講座ということで山大等々、米短

等々、それから町内会というお話がありました。

ちょっと古いですけれども、米沢市の労働者福祉

団体のほうから要請が来ているかと思います。そ

れによりますと、高校生のほうにも労働教育とあ

わせて消費者教育をぜひ取り組んでいただきた

いというふうな要請があります。高校生を対象に

した出前講座といったものの言及はありません

でしたけれども、これは考えられませんか。 

○海老名 悟議長 菅野市民環境部長。 

○菅野紀生市民環境部長 これから社会を担う高校

生を対象とした消費者教育は極めて重要なこと

と考えておりまして、市消費生活センターでは、

毎年市内各高校に出前講座の御案内を送付しま

して、消費生活講座を働きかけているところでご

ざいます。 

  出前講座につきましては、残念ながら一部の高

校から依頼があるものの、全ての高校での開催に

は至っておりませんけれども、引き続き学校に対

し講座の開催を働きかけてまいりたいと考えて

おります。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 例として引き合いに出

して申しわけありませんが、選挙管理委員会事務

局でやっています選挙啓発の事業の一つとして、

市内の高校に出向いて、そこで選挙制度あるいは

投票の仕組みといったものを生徒を対象に講座

をしているというふうな取り組みがあろうかと

思います。これは対象となる高校は市内全校が対

象になっておったかと思いますが、それで間違い

ないですか。 

○海老名 悟議長 選挙管理委員長。 

○小林 栄選挙管理委員会委員長 全校で実施して
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おります。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） そういったことで、選

挙関係については市内の高校全校で啓発活動を

やっているというふうなこともありますので、ぜ

ひとも高校での消費者教育といったものの取り

組みを進めていただければなと思います。 

  それから、いろいろな対策ですけれども、やっ

ぱり実際に被害に遭われる状態はどういう状態

かなと考えますと、電話がかかってきたときにど

うしてもひとりで判断してしまう。ひとりで思い

込んでひとりで対応しなきゃならないというこ

とがあるのではないかなと思いますけれども、な

かなか、じゃ相談相手、常に脇にいるそういった

状況をどうやってつくれるか。「こういう電話が

あったんだけれども、どうしたもんかね」「どう

したらいいんだべね」と、仮にそういう相談をで

きる人が身近にいれば、件数、だまされないとい

うことにつながっていくのではないかなと思い

ますけれども、昨年10月１日の国勢調査の数字を

ちょっとお聞きをしました。 

  米沢市の世帯数は３万2,894世帯。そのうちひと

り世帯は１万1,142世帯ということです。全体の

33.9％が、３軒に１軒はひとり世帯だというふう

なことでした。その中で65歳以上だけのひとり世

帯、これは2,976世帯で、ひとり世帯中に占める

割合は26.7％ということですね。全世帯の９％、

10軒に１軒は65歳以上の方がひとりでお住まい

だというふうなことです。そのほか、65歳以上の

みの複数人の世帯、これについても知りたいと思

ったんですけれども、国勢調査のほうでは数値が

出ていないということでした。 

  できたら、この2,976世帯だけでも、全部とは言

いませんが、担当職員が例えば年に１回でも２回

でも直接訪問をして、「だまされないでください

よ」と、「こういうことがあったらそれは怪しい

ことですよ」というふうな呼びかけ、そういった

ことはできないかなとも思うわけですが、いかが

ですか。 

○海老名 悟議長 菅野市民環境部長。 

○菅野紀生市民環境部長 その3,000世帯近い御家

庭に直接訪問してというのは、確かにできれば理

想的な部分があるかと思いますけれども、実際に

はなかなか難しいものがございますので、地区の

高齢者のグループとかさまざまな方々に、出前講

座等で情報を発信して手口を知っていただく、そ

ういったことで学んでいただきながら、犯罪の被

害に遭うことのないように取り組めればなとい

うふうに考えております。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 大変手間のかかること

で、仮にそれに取り組んだとしても業務の中でや

るというのは大変かなとは思いますが、職員が出

向いていって、家庭に行って一般市民の方と直接

接していろんな話をする、そのことはすごく大事

なことだと思うんですよ。 

  例えば下水道についても、下水道につないでく

れないかということを下水道課の職員が直接出

向いて話をしていくというそういう話も聞きま

した。それから、保健師の方が地域割りをして担

当を持って、直接その担当地域のほうに出向いて

いって保健指導をしてくるというふうなことも

お聞きをしました。 

  こういう職員が市民のところにお邪魔する、地

域に出ていく、こういったことは非常に大事なこ

とだというふうに私は思います。市民として、そ

ういった職員に来てもらえれば大変頼りがいが

ある。改めて信頼関係がそこに生まれるというふ

うなことが言えるのではないかなと思います。職

員が顔の見える職員であってほしいというふう

な思いを私は持つんですけれども、そのあたり市

長はいかがですか。そういうふうな考えについて。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 この御意見、質問には私も全く同

感だと思っております。今後、市政運営をしてい

く中で、いろいろな場面場面において職員と市民
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の皆さんがどうかかわって触れ合っていくかと

いうことは大きな課題だというふうに思ってお

りますので、できるだけ職員にはそういった外に

出て市民と触れ合っていただくようなことも考

えていきたいというふうに思っております。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 特殊詐欺対策、いろん

なことで講演会とか講師の方を呼んでその話を

聞くというふうな取り組みもされているようで

すけれども、やはり基本は、そういうようなとこ

ろに出てこられない、特に高齢者、そういった方

もいらっしゃるといったことを考えますと、こち

らから出向いていって直接話をする。それが職員

であれば理想なわけですけれども、それができな

い場合は、少なくともそういう機会をどなたかが

つくるというふうなことが重要だなというふう

に思います。 

  理想としては、電話がかかってきても「それは

うそだベ」というふうに断れるそういうふうな市

民なわけですけれども、もう一歩進んで、米沢市

民に電話かけてもだまされる人いないと、だから

米沢市民に電話かけても無駄だというふうなこ

とを犯罪者にわかってもらうというふうなこと

にでもなれば、それは理想かなというふうにも思

いますので、ぜひ今後とも対策にしっかりと取り

組んでいただきたいというふうに思います。 

  それから、３番目、介護予防・日常生活支援総

合事業についての本市の取り組み状況をお聞き

をしました。11月２日に実施された説明会の資料

も読ませていただきましたが、端的に質問させて

いただきますけれども、事業者にとって介護サー

ビスの単価といったものは４月からは変わるの

か変わらないのか。あるいは、利用者にとっても

利用料が変わるのか変わらないのか。そのあたり

はいかがですか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 今回の総合事業につきま

しては、訪問介護・通所介護につきましては現行

サービスを移行させるという前提でございます

ので、料金等につきましてはこれまで同様という

設定で考えております。そういったことで、基本

的には現在と変わらないという状況であります。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 料金関係は変わらない

んだというふうな答弁だと思います。 

  一方で、資格の申請、更新そういったものにつ

ついては、なかなかあの資料を読んだだけではわ

かりづらいところもあるのではないかなと、業者

の方にとってですね。そういったあたりは、２月

中旬以降にもう一度実務的な説明会を開くんだ

というお話ですが、十分な理解をしてもらうその

ためにも、２月中旬以降、遅くとも２月中かなと

は思いますが、遅過ぎませんか。大丈夫ですか。

そのあたりいかがですか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 説明会をやった際も、不

明な点については照会いただきたいということ

で事業者の方にもお伝えしております。そういっ

た中で、いろいろ照会等もいただいていることも

あるかと思いますし、あと、２月に開催する際に

また御説明を詳しくいたしますので、その後につ

いても、わからないことにつきましてはいろいろ

とメール等をいただくなりいろんな照会をいた

だいて、対応をしていきたいと考えております。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 一方で、不安に思って

いる方もいらっしゃるということですので、十分

に丁寧に説明をしていただきたいというふうに

思います。 

  それから、医療との連携についてですが、地域

医療構想の中身を読みますと、置賜地区について、

在宅医療と介護連携事業の取り組みが進んでい

ないと。地域包括ケアシステムの構築に向け、市

町村が平成29年度末までに在宅医療・介護連携事

業に取り組むこととされていますが、取り組みが

進んでいませんというふうな記述もあります。 
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  先ほど在宅医療と介護連携推進事業についても

言及がありましたけれども、先ほどの答弁では、

いろんな職種の方が参画する会議を開くんだと

いうふうな中身だったかと思いますが、会議を開

けばそれでいいという中身ではないのではない

かなと思います。 

  実際に在宅医療・介護連携推進事業につきまし

て、国のほうでは８項目にわたって事業を掲げて

おりますね。それが平成30年４月には全ての事業

について各市町村実施しなければならないとい

うふうなことになっているところかと思います。

そのあたりの認識はそれで間違いないですか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 そのようになっておりま

す。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） そうしますと、30年４

月まで１年３カ月程度かけて、８項目にわたる全

ての事業、在宅医療と介護連携にかかわる事業を

米沢市としてもやることが必要だと。かなり大変

だと思いますよ。いろいろな団体の方、医師会、

歯科医師会、介護関係の団体の方、そういった

方々と調整しなければならない。これを実際にや

っていくためには相当な労力が必要だなという

ふうに私は思います。 

  それで、手引きも出されておりますけれども、

手引きの進め方の第１は担当部署をつくること

と、各市町村で、そこから始まるんだというふう

なことでうたわれております。米沢市については、

高齢者、介護については高齢福祉課。医療につい

ては担当はどこですか。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 地域医療に関することに

つきましては健康課となっております。 

○海老名 悟議長 太田議員。 

○２３番（太田克典議員） 高齢福祉課と健康課そ

れぞれ介護担当と医療担当ということですけれ

ども、それを連携して進めていくために、米沢市

として組織的にも十分体制を整えていかなけれ

ばならないと思いますし、単に介護と医療という

ことだけでなくて、米沢市の将来の医療・介護の

あり方、それをこの30年までにつくっていくわけ

ですから、それはまさにまちづくりの観点も必要

だと私は思います。 

  ですので、単に高齢福祉課、健康課だけではな

くて、まちづくりの視点といったものを取り入れ

るために、組織横断的な対策が必要だなと。それ

だけ大きな事業だと思います。その点について市

長からお考えをお聞きしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 これから我が国そのもの、米沢市

も高齢化というのはまだまだ進んでいきます。そ

ういった中で長寿社会になっているわけであり

ますので、できればこういった健康をいかに保持

しながら、そして長寿社会を乗り切っていくかと

いうことについて、私は総合的に考えていかなき

ゃならないものだというふうに思っております。 

○海老名 悟議長 以上で23番太田克典議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開を11時10分といたします。 

 

午前１１時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時０９分 開  議 

 

○海老名 悟議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、市立病院について外１点、16番山村明議

員。 

  〔１６番山村 明議員登壇〕（拍手） 

○１６番（山村 明議員） おはようございます。 

  １．市立病院について。 
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  昭和33年４月に、米沢市が山形県厚生農業協同

組合連合会から置賜総合病院を購入し、米沢市立

総合病院として発足しました。その後、施設の老

朽化に伴い、昭和40年６月に現在地に新病院を建

設し、米沢市立病院と改称しました。 

  昭和59年７月に中央診療棟本館が竣工しました。

平成に入って、平成19年６月に電子カルテシステ

ムを導入。同じく19年10月に地方公営企業法の全

部適用に伴い、病院事業管理者を配置しました。 

  平成21年４月から出来高払い方式から診断群別

包括評価方式へ変更し、22年４月から病院給食を

民間委託しました。 

  このような経過の中で、市立病院の管理棟・外

来棟は築後51年となり、病棟は築後32年となり、

建物の老朽化が大きな問題となってきました。 

  （１）市立病院の建てかえの見通しはどうなの

でしょうか。建てかえの必要性・重要性をどのよ

うに認識されているのか、お伺いします。 

  また、耐震診断の結果はどのような状況でしょ

うか。 

  （２）周辺病院との連携について。 

  １年前に起きた医師不足による精神科の存続問

題では、南陽市に本部を置く佐藤病院さんの大き

な御協力をいただき、解決することができる状況

になったわけであります。周辺病院との連携をど

のように図っていくのか、お伺いします。 

  （３）運営体制について。 

  通常の医療行為と病院と職員の管理という通常

の業務に加え、建てかえの問題、医師の確保の問

題、患者の減少問題、累積欠損金が平成27年度決

算で93億1,542万円となっている財政運営問題、

多くの大きな問題を抱えておりますが、どのよう

に対処していかれるのか、お伺いをします。 

  ２．市職員の管理について。 

  ９月に労働者派遣法が改正されました。今度は

３年ごとに違う人と交代させれば、派遣の労働者

に仕事をしてもらうことができます。派遣会社は

３年働いた人を会社に正社員にするようお願い

しなければならないとなっております。また、派

遣会社を続けるには国の許可が必要となりまし

た。 

  （１）管理職と一般職の違いと職責についてお

伺いします。 

  ６日に我妻議員が話された、東京の大手広告会

社の新入女子社員が平成27年12月に過労自殺を

しました。その会社では時間外労働の上限を１カ

月70時間とする労使協定を結んでいましたが、労

働基準監督署から二度是正勧告を受けたにもか

かわらず、調べでは自殺した高橋さんは１カ月

105時間の時間外労働になっていたとのことです。 

  （２）米沢市役所の時間外勤務は、どのように

決められ行われているのか、お伺いをします。 

  以上、１回目の質問を終わります。 

○海老名 悟議長 答弁は。 

  渡邊病院事業管理者。 

  〔渡邊孝男病院事業管理者登壇〕 

○渡邊孝男病院事業管理者 山村明議員の質問にお

答えいたします。私からは、市立病院に関する質

問にお答えいたします。 

  初めに、市立病院の耐震性につきましては、11

月に県においての耐震改修促進法に基づく耐震

診断結果の公表で、外来診療棟の一部は危険性が

高いとの結果であり、市立病院の建てかえにつき

ましては、早期実現に向けて取り組まなければな

らない喫緊の課題だと認識しております。 

  次に、建てかえの見通しにつきましては、９月

の定例会で答弁しておりますとおり、今年度内の

計画の取りまとめを目指しておりましたが、今般

の精神科休止に伴い当面の経営面でのマイナス

の影響が大きいことや、医師数が減少したことに

より各医師への負担が増加し、休日や夜間の救急

医療の継続が相当厳しい状況になってきたこと、

現在、市内の輪番体制による救急医療が関連病院

の勤務医不足や医師高齢化により相当厳しい状

況にあることなどから、経営面での立て直しとあ

わせて、地域医療構想で示されている必要な診療
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機能の重点化と病床機能間の連携の進捗状況を

踏まえ、将来的な本市の救急医療の維持、確保を

最重要課題として、さらには、少子高齢化・人口

減少社会における地域医療のあり方についてど

のような医療連携を図っていけるのかを市内民

間病院や関連機関と協議し、改めて市立病院の建

てかえの構想や見通しを示していく必要がある

と考えております。 

  次に、周辺病院との連携の現状についてお答え

いたします。 

  民間病院との連携につきましては、将来的な本

市の救急医療の維持・確保を最重要課題として取

り組まなければならないと考えており、多方面か

らの検討が必要であることから、三友堂病院のほ

か関係医療機関の代表からなる検討委員会の設

置を目指し、現在調整を進めております。初回の

開催時期につきましては、遅くとも新年の早期に

と考えており、一定の協議を経た後、改めて市立

病院の建てかえの構想や見通しをお示ししたい

と考えております。 

  続いて、精神科休止等の問題の建てかえへの影

響と病院運営体制の改善の取り組みについてお

答えいたします。 

  このたびの精神科休止の問題につきましては、

患者さんを初め、御紹介先の医療機関の皆様、地

域住民の方々など多方面にわたり御迷惑をおか

けすることになったことに加え、勤務環境におけ

る医師への負担や経営面における収支の悪化な

ど大きな影響がございました。 

  病院の建てかえに際しては良好な経営状況が必

須でありますので、今年度から副院長を中心とす

る経営改善委員会を立ち上げ、さらに経営改善に

力を入れ取り組みを強化しているところです。 

  あわせて、医師確保にも引き続き努めながら、

病院事業管理者を中心として、病院全職員の協力

を得ながら病院経営に当たってまいる決意です。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、２項目めの市職員

の管理についてお答えいたします。 

  まず、管理職と一般職員の違いでありますが、

本市における管理職とは、任命権者が決定すべき

事項について職務上の責任と権限を任せられた

職に当たる者であります。部長、課長の職位と言

うことができるかと思います。 

  一方、課長補佐以下の職位にある者につきまし

ては、管理職以外の職員であります。御質問の文

言でいえば一般職員というふうに言うことがで

きるかと思います。 

  職務上の責任及び権限は、その職に割り当てら

れた職務内容に応じて任せられるものでありま

す。部長の職位にある者は、市政の基本方針、ビ

ジョンとか戦略的志向とか重要施策等の意思決

定の補佐を行う者であります。それから、課長の

職位にある者については、部下の管理、それから

育成、それから基本計画とか実施計画とかそうい

ったものの補佐を行う形になります。 

  管理職は市長の最高意思決定について補佐する

役割を担う者であります。管理監督の地位にある

者ということになるかと思います。 

  また、両者とも所属職員の指揮、その監督をそ

の職務としていることから、労務管理についても

その責任と権限を負うものでございます。 

  次に、時間外勤務についてお答えいたします。 

  時間外勤務が常態化するということは、職員の

心身の健康に悪い影響を及ぼしかねないことか

ら、本市では、災害などの理由に基づく場合を除

いて、時間外勤務の上限の目安を設定しておりま

す。年間360時間であります。 

  そのようなことから、時間外勤務が月平均で30

時間を超える職員については、所属長にその理由

と今後の時間外の見通しといったものを提出す

るよう求めております。 

  また、健康管理の観点から、ひと月の時間外勤

務が45時間を超え健康への配慮が必要と認めた
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者については、所属長から産業医による健康相談

を利用するよう促しております。 

  さらに、80時間を超えて体調が思わしくない旨

の申し出があった場合には、必ず健康相談を利用

するよう所属長が指導することとしております。 

  さらに、ひと月の時間外が100時間を超えた場合

については、本人の申し出の有無にかかわらず、

必ず健康相談を受けるよう指導しているところ

であります。 

  加えて、今年度から実施しておりますストレス

チェックの集団分析では、仕事量を項目の一つと

して掲げております。このストレスチェックでの

数値が高かった場合には、過重労働によって職員

の心身に、あるいは健康に悪い影響を及ぼしかね

ないということから、各所属長において対策を講

じているところでございます。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 山村明議員。 

○１６番（山村 明議員） 市立病院の修繕費は、

私がかつてお聞きしたときは年間2,000万円台だ

ったというふうに記憶しております。平成25年度

の修繕費5,470万円、平成26年度5,400万円、平成

27年度は3,848万円でありましたけれども、ここ

にエアコンの改修工事が1,479万円というふうに

入っておりまして、修繕費がここのところ急激に

ふえてきているのではないかなと。やはりそれは

余りにも老朽化がひどくなってきているからな

んだろうというふうに思います。 

  今、渡邊病院事業管理者から、耐震診断では外

来棟については危険性が高いということの御答

弁をいただきましたけれども、庁舎でもそれぞれ

の場所にヘルメットを準備したりかなり危機感

を持っておるんですが、市役所の庁舎よりももう

二回りぐらい市立病院の管理棟、外来棟は古い建

物ですので、もう大変な状況だというふうに思い

ます。 

  議会でも平成26年６月から市立病院建てかえの

特別委員会を設置して２年半になるわけですけ

れども、やはり市民の目から見ていると、何か建

てかえの特別委員会となって何かが出たのと言

っても、今の時点では立地用地の決定もしていな

い状況、何も変わっていないというふうな非常に

もどかしい状況になっているわけですけれども、

その精神科の問題やらいろんな問題が次々と起

こって、非常に厳しい立場にはなっているんだな

というふうには思いますが、やはりそういった思

いで私は今回一般質問を市立病院についてやら

せていただいているというところであります。 

  一番初めに候補用地ということになるんでしょ

うけれども、現在地は３万6,250平米という用地

がありまして、ここに東側の河川敷にとめられる、

通常平日は河川敷の駐車場を使っている方はそ

んなに、グラウンド等で使っている方はそんなに

おられないので、あの分も含めると４万平米とい

う膨大な面積を現在地で所有しているわけでし

て、そういうところからすると、候補用地に現在

地というのは含めて考えていくというふうにな

っているのかどうか、お聞きをしたい。 

○海老名 悟議長 加藤病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 先ほど壇上から渡邊

病院事業管理者が、三友堂病院との検討委員会と

いうふうなことで御答弁申し上げましたけれど

も、その検討委員会での一定の協議を経た後、改

めて市立病院の建てかえの構想見通しをお示し

したいというふうに考えておりますので、今現在

ではまだその段階に至っておりません。 

  当然ながら、現地での建てかえというのも選択

肢の一つであるというふうには、現時点では考え

ております。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） 建てかえということに

なりますと、移転すると。移転して建てると、電

話、電気、いろんな配線を一晩でつなぎ直せばで

きるので、それが一番簡単だという話であります

が、用地の面から考えますと、跡地を購入しても

らえるという相手のめどでもあればそういった
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こともあるんでしょうけれども、私からすると、

米沢市で持っている土地がそれだけのものがあ

ればいいんですが、新たに購入してということに

なるとやっぱり現在地で建てるのが財政的、用地

購入の面から見た財政的には、現在地に建てるの

も非常に経済的な面から見て有効な面だろうと

いうふうに思っております。 

  そういうことで、これはこれからいろんな候補

地等の中で選考していくんでしょうから、ひとつ

十分に市民の理解を得られるような方向に持っ

ていっていただきたいと思います。 

  次に、建てかえの時期についてでありますけれ

ども、今明確には出なかった、当然明確には出な

いんだろうなというふうには思っておりました。 

  今、団塊の世代が前期高齢者になりまして、2025

年、９年後には団塊の世代が今度は後期高齢者に

もう入っていくということになってまいります。

そうすると、当然医療機関にお世話になるという

機会が多くなるわけでして、その辺のところまで

に市立病院がフル稼働していなければ、これは団

塊の世代の方々も市立病院のお世話にならずに

欠けていくというふうなことになっていくので

は、非常に心もとないなという思いがするんです

が、そういった長期のビジョン、ですから、これ

から10年後には開業できるでしょうというふう

な状況では、全然社会のニーズにおくれてしまう

というふうな感じを持っておるんですけれども、

その辺について御答弁をお願いします。 

○海老名 悟議長 加藤病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 現時点でいつまで開

院の見通しだというふうなことは、残念ながらお

答えできる段階ではございませんけれども、でき

るだけ、これまでさまざま取り組んでまいりまし

て、さまざまな事情ございましてなかなか計画ど

おりいかないということはございましたけれど

も、少しでも早く建てかえしたいということで臨

んでおりますので、よろしく御理解のほどをお願

い申し上げます。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） その建てかえについて

は費用的に、私が考えますに多分200億は超すん

だろうなという私の個人的な感じを持っており

ますけれども、そういった点で当然国等からの補

助金とあと起債といったものになるんでしょう

けれども、米沢市としては建てかえの方向にもう

進んでいるわけで、議会も特別委員会を設置して

やっているということから、そういう建てかえの

費用についての財政的な面での何とかめどとい

うのはどのように考えておられますか。 

○海老名 悟議長 加藤病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 現時点での建てかえ

の見通しというのがなかなかわからない現状で

すので、その財源等についても現時点ではお答え

できる段階にはございません。例えば協議の中で

の再編、医療連携という中でも当然財源が違って

くることになりますので、建設にはいずれにしま

しても莫大な資金が必要というふうなことにな

ります。今後、経営改善につきましては引き続き

取り組んでまいりますけれども、市の財政部門と

の協議もしながら、財源の確保には努めていくと

いうふうに考えております。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） なかなか財源の問題に

なると非常に厳しいなというふうに私も思って

おりますけれども、新文化複合施設をつくってい

る間に財源と時間を費やしてしまったと。今もっ

て着工はもちろん用地決定もしていないという

ことで、私は非常に残念に思っておるわけであり

ますけれども、今精神科の問題で佐藤病院さんと

地域連携をしてまいったわけでありますけれど

も、今東部地区にあります病院なんかは建てかえ

の工事中でありますけれども、この置賜地区の病

院の構成を見ますと、置総が西置賜のほうに位置

をしているということから、こうなりますと佐藤

病院さん、三友堂さん、舟山さん、国立米沢病院

さん、高畠病院、米沢市立病院と６病院が東置賜
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のエリアというふうになってきますけれども、こ

ういった６つの病院に関しての東置賜での連携、

合併も含めてになりますけれども、そういったも

のについては何かこれからの構想としてはどの

ように考えておられますでしょうか。 

○海老名 悟議長 渡邊病院事業管理者。 

○渡邊孝男病院事業管理者 今御指摘の米沢近隣、

東置賜では６つの病院があるというふうお話で

ございましたけれども、まずは今協議をしている

三友堂病院との協議の方向を見定めながら、周辺

病院との連携をどのようにしていったらいいか

検討していくつもりでおります。それぞれ機能や

役割が違っておりますので、どういう形で連携が

できるのかというのは少しやはり協議の時間が

必要だとそのように考えております。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） 建てかえとなりますと、

当然グレードを上げるという部分、新しいグレー

ドの高い建物になるということと、それからもう

一つ、規模的には大きくつくりたいという要望が

当然出てくるわけでありますけれども、ただやは

り人口減少、市立病院の患者数も減少しています

し、国のほうとしては補助金を出す立場からする

と、身の丈に合ったコンパクトなものでつくりな

さいという国のほうの指導としては当然そうな

ってくると思うんですね。 

  やっぱりそういう規模的なものをすると、今の

ような東置賜での、三友堂さんとの連携もあるん

でしょうけれども、いろんなほかの病院との連携

等も、ほかの病院でもかなり老朽化しているとこ

ろもあるようですので、そういったところとの連

携というものもひとつ考えていくべきなんでは

なかろうかなと。 

  総務省では昨年、病院建設では地方債に対して

は元利償還金の30％を地方交付税で今までは措

置してきたわけでありますけれども、この交付税

の出し方について、通常の単独整備については

25％に減らし、再編、ネットワーク化に伴う新

設・建てかえは40％に大幅に上げるというふうな

ものを打ち出してきて、公立病院が近隣の病院と

の再編の検討を誘導するような施策を出してき

ているわけでありますけれども、こういったもの

の中に、今回の三友堂さんとの連携というものは

こういったところを意識した上での連携だとい

うふうな気もしないでもないんですが、その辺は

どうなんですか。 

○海老名 悟議長 渡邊病院事業管理者。 

○渡邊孝男病院事業管理者 当然地方交付税40％い

ただけるような形で進められれば望ましいわけ

でありますけれども、一方で、地域医療構想でど

ういう連携ができるのか、まずはそこを固めない

と次のどういう交付税がいただけるのかは変わ

ってくるのではないかと。お話あったとおり、地

域医療構想の中でどう連携を進めていくのかに

かかっているのかなと、そのように思っておりま

す。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） そうしますと、このた

びの新聞報道でも出てましたけれども、三友堂さ

んとの地域医療連携推進法人、こういった方向に

向けてというふうな新聞記事を見ましたけれど

も、これについては、今申し上げた交付税の40％

の適用を受けるという範疇にこれは入るという

のか、入ることを目指しているというのか、その

辺もしおわかりになる範囲でお聞きをしたい。 

○海老名 悟議長 加藤病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 現段階ではまだ検討

委員会の協議が始まっておりませんので、どうい

う形での見通しになるかによっては、先ほど言い

ました交付税措置の40％に該当するかどうかと

いうのはそこで決まってくるかと思いますので、

それは検討の結果次第というふうなことだとい

うふうに考えております。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） それから、やはりこう

いった大型の公共事業となりますと、当然ＰＦＩ、
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プライベートファイナンスイニシアチブ、この手

法が当然私も考えられたわけでありますけれど

も、このＰＦＩの導入、私の調べでは京都の市立

病院と大阪府八尾市の市立病院がＰＦＩでやっ

ておりますけれども、ＰＦＩについてはどのよう

に考えておられますか。 

○海老名 悟議長 加藤病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 病院のＰＦＩについ

ては、他の公の施設と比べまして管理の範囲が非

常に専門的で多岐にわたるというふうなことで、

相当難しい範疇だなというふうに考えておりま

す。これまで初期の病院ＰＦＩについては契約が

中途解約となって自治体側が違約金を支払う結

果となった事例などもあって、相当に高度で専門

的なマネジメントが必要だろうなというふうに

考えております。 

  現時点で病院ＰＦＩが一般的に普及するまでに

は至っていないというのが印象ではありますけ

れども、現時点で選択肢として排除する考えはご

ざいませんので、今後の方向性が決まった段階で

選択肢の一つとして、先行事例も参考にしながら

検討していくことになるだろうというふうには

考えております。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） ＰＦＩについては私も

先進事例をいろいろ調べてみたんですが、やはり

途中で撤退しているようなところが結構見受け

られるということで、やっぱり厳しいのかなとい

う感じは受けております。そういったことで、Ｐ

ＦＩはちょっと厳しいのかなというふうに思っ

ております。 

  それから、今度は病院の運営のほうについてで

ありますけれども、今回の建てかえ、それから精

神科の問題、それから財政の問題、そして高齢

化・人口減少、医師不足、やっぱりこういった問

題が非常に大変な業務になってきておるという

中で、病院事業管理者としては非常に、病院事業

管理者も外来の診療の場面に立っておられると

いうふうなことをお聞きして、私も多忙過ぎるの

ではないかなという思いを持っております。 

  それから、病院事業管理者・病院長が交代の時

期にちょうどこの精神科の問題が入ってしまっ

て、これはとんでもない仕事の量になっておられ

るのでないかなと非常に心配しております。 

  米沢市立病院にとってこの危機的な状況になっ

ておるというときに、やはり私は病院長と病院事

業管理者を兼務ではなくて切り離して、専属で問

題点のほうに立ち向かっていただけるようなそ

ういう体制にすべきではないのかなというふう

に思いますが、その辺いかがでしょうか。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 今、山村議員からいろいろ市立病

院関係について御質問がございました。何よりも

重要だなと私自身考えておりますのは、地域の医

療をどう守っていくか、そのことが一番大きな柱

となって、そしてそのために市立病院の新たな建

築をどうしていくか、そのために民間病院との連

携も含めて、今度は地域全体のお話がございまし

たように、東南置賜地区の医療の確保、医療体制

をどうしていくかということも含めて、米沢の市

立病院問題を今後どうしていくかということを

考えた場合に、まずそこからしっかり基本方針を

立てなきゃだめだというふうに思っております。

その前提となるのが医師の確保だというふうに

思っております。 

  そういったことをずっと、私も就任以来、事業

管理者とともにこのいろんな医療の問題につい

て対応させていただいてきましたけれども、確か

に病院事業管理者と院長を兼務するというのは

今の情勢では、病院経営が順調なときであればそ

れなりに対応できるというふうに思っておりま

すけれども、こうした難題を抱えている中でどう

対応していくかというのは非常に病院事業管理

者も大変な思いをされているんではないかなと

いう思いは持っております。 

  でありますから、これは病院現場の問題である
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にしても、その辺については今後、院長・病院事

業管理者の機能がしっかりととられるような体

制づくりについて連携をしながら考えていくこ

とではないのかなとこのように考えております。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） この問題はそう簡単に

結論の出せるものではないのかなというふうな

思いもしながら、当時兼務でやっていただいたと

いうところの感じでは、やはり米沢市は財政的に

は大変なのだから兼務していただけばお二人分

の報酬でなくて済むのではないかというふうな

安易な判断があったと。 

  当時はこんな問題点がそんなになかったですか

ら、それでもよかったのかなというふうに思いま

すが、こういう事態になってくると、私は病院事

業管理者を切り離して、例えばこれを全国公募に

でもして優秀なやる気のあるバリバリ型の方に

来ていただいて、この諸問題を解決していただく

べきという方向性に進むというのも一つの手で

はないのかなというふうに思います。 

  11月12日の新聞に載っておったんですが、第11

回マニフェスト大賞、早稲田大学マニフェスト研

究所と毎日新聞社のやっておりますマニフェス

ト大賞に、多々見良三舞鶴市長が選ばれたという

ことで記事に載っておりますけれども、この舞鶴

市長は医師出身であられて、市内の４つの公的総

合病院の機能強化を実現し、混乱が続いた市の地

域医療問題を解決した手腕が高く評価されて、こ

のマニフェスト大賞の受賞に輝いたということ

であります。 

  そういった意味で、今問題になっているこのピ

ンチのところが、逆に言うとこれをチャンスに何

とか持っていけないかなという思いが私はして

おりますが、ひとつそういったことで今後とも頑

張ってやっていただきたいというふうに要望を

しておきます。 

  それから、管理職と一般職の就業についてであ

りますけれども、私が市役所に議員としてかかわ

るようになってから、自分の会社なんかと比べる

わけでありますけれども、時間外の仕事について

でありますけれども、多くの職員が残業している

ときに、管理職の方々が「お先に」と言って帰っ

ていかれる様子を見まして、私は「あれっ、これ

って変だよね」という思いを前から持っておりま

した。 

  このことについては初めてお話しするわけであ

りますけれども、やはり我々民間の会社では、残

業があるというときは、じゃみんなで残業して早

く仕事を終わらせてみんなで一緒に帰ろうとい

うパターンが、私の会社なんかでもそういうパタ

ーンなわけでありますけれども、市役所の体制を

見ていると、管理職の方は先に帰っていくんです

ね。私は「何でそうなってんの」というふうに聞

くと、「時間外の手当がつくのとつかないのとの

違いでしょ」みたいな話が聞こえてくるんですけ

れども、その辺について管理者側としてはどのよ

うに思っておられるのか、お聞きをしたい。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 役所の業務の中にもさまざま

あります。大きく分けると、例えば作業というの

と事務というふうに分けることができるかと思

います。 

  例えば作業ですと、大量の封筒を一斉に発送す

るような業務とか、受け付け件数があってそれぞ

れ相当な件数の受け付けの作業が必要だとかと

いう意味の作業です。 

  あともう一つ事務というのがありますが、通常

事務はそれぞれ職員ごとに違った仕事をやって

ございます。単に時間外といって複数の人数が残

っている場合であっても、その残っている職員は

それぞれ別な仕事をしている場合は往々にして

あります。管理職はそれぞれの個々の仕事を把握

しながら、きょうはどういうところまで進捗する

んだろうかということを事前に当然把握してご

ざいます。その中で、あとは任せて帰るというふ

うになるかと思います。 
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  それから、作業については、ある程度手作業で

すからマンパワーが必要です。そういう場合には、

管理職といっても当然手伝うこともあります。そ

れは各課の状況によります。 

  そんなことで必ず管理職は把握して、そうした

上で帰っているということで御了解いただきた

いと思います。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） ということは、多くの

職員の方が残業で繁忙期に残って仕事をしてお

られるときに、仕事の手伝える中身かどうかとい

うことにもよるんでしょうけれども、管理職が先

に帰るというそういうときになりますと、職員の

管理というものは、何というかな、事前の打ち合

わせだけで終わっちゃうと。そこに管理をする人

は現場にはおらないという形はそれは当然あり

だというのが、米沢市なりほかの自治体でもそう

なのかもしれないですけれども、そういう体制だ

というふうに思ってよろしいんでしょうか。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 管理職の主たる業務は管理、

つまり組織を取り仕切ること、それから監督、従

業者を監視し、特に指揮命令を行うことでござい

ます。 

  恐らく山村議員が重視しているのは、その場に

いなければ従業者を監視し指揮命令ができない

のではないかという部分かと思います。それはそ

のとおりでございます。 

  ですが、その部分については、先ほど申し上げ

ましたが、従前、時間外に入る前に、当然仕事の

進捗について上司と相談しながら仕事を上司は

管理するという形をとっておりますので、必ずし

もその場にいる必要もない場合があります。そう

いうことで御了解いただきたいと思います。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） 職員が繁忙期には非常

勤の職員等を使って仕事をするというふうなこ

ともあるんでしょうけれども、非常勤職員の配置

と時間外手当の相関関係、要するに非常勤職員を

多く雇えば残業は減るというふうなそういった

相関関係は見られるものなのでしょうか。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 職員が例えばさまざまな理由

で休業するような場合、育児も含めてですが、そ

ういう場合あるいは病気休暇をとって休むよう

な場合、当然それを肩がわりすれば周りの職員の

時間外勤務がふえるということになります。です

ので、当然ですが、病気休暇とか休業をとるよう

な場合にはそこに臨時職員なんかをお願いしま

して、時間外を減らせる場合もございます。 

  ただ、その職員の仕事が臨時職員とかで代替で

きないようなやはり困難な仕事も中にはござい

ます。ですので、相関関係が必ずあるかというふ

うに言われますと、なかなかそうでないケースも

ありますが、往々にして普通は臨時職員をお願い

することで時間外は減っていくんだろうなとは

思っております。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） 時間外のことについて

でありますけれども、例えば時間外勤務について

５時過ぎるとねじり鉢巻きをして頑張るという

ふうな悪い例というのはないのかなという気持

ちがするんですが、今はそんなことはないと思う

んですが、昔はそういう風潮の部分もあったやに

話を聞いておりますけれども、その辺についてお

聞きをしたい。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 私の経験で申し上げますと、

時間外が深夜まで及びますと次の朝はどうして

も寝起きがよくないというか、精神的にもうろう

とする部分がございます。それで職場に臨みます

ので結局、あくまでも私の例ですが、午前中が手

につかなかったりもして、結局昼食後に馬力をか

けるみたいなことも過去にはございました。そう

すると、結果的に一日の業務時間がまた延びてく

ると。そういった繰り返しが時間外勤務の連続と
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いう形になってきたような時期も私自身も経験

上ございます。 

  ですので、職員もそういうことがあるやもしれ

ません。それは健康上もやっぱりよろしくないと

いうこともありますので、きちんきちんと仕事を

片づけていくといった習慣を身につけるよう指

導しているところでございます。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） 私、最近、夜に市役所

の前を平日はよく通るんですけれども、外から見

ておりますと、市役所の電気が結構遅くまでつい

ているという中で、５階の照明が非常に遅くまで

ついているというのが最近とみに気になるんで

すよね。５階のどの部分かは外から見ているので

わからないんですけれども、特別な仕事が入って

いるのか、それとも仕事の量に対して人が足らな

い状況なのか、何かあるんではないかなと思うん

ですが、その辺何かおわかりになる範囲でお答え

をいただきたい。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 目についたのは５階だという

ことでございますが、５階に限らず、忙しい場合

には私どもの４階フロアだって当然時間外はし

ます。それから、２階の税務フロアでも申告が終

わったあたり、課税の時期には時間外をします。

ですので、５階だけが常夜灯のようにいつもつい

ているわけではなくて、それぞれの業務に応じて

やはり必要な時間外を行わざるを得ないという

ことでついているということで御理解いただき

たいと思います。 

○海老名 悟議長 山村議員。 

○１６番（山村 明議員） 最後にしますが、その

５階の部分は、私が市役所の前を通るのが大体９

時半からの時間なんですね。その９時半過ぎの時

間に電気がついているのがほとんど５階なんで

すよ。だから、ほかの階も残業はしてらっしゃる

んでしょうけれども、その９時半過ぎというのは

どうもほとんど毎日ですよ。だから、何だろうな

というふうに不思議に思うんですけれども、これ

以上余り中に入っていくと何かあるのかもしれ

ないですけれども、その辺何なんだろうという疑

問なので今申し上げたところですが、何かおあり

になれば。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 この場で特定の課を挙げてそ

の業務について忙しいというのはちょっと御容

赦いただきたいわけですが、時間外勤務そのもの

は、何度も申し上げますが、所属長の管理の中で

適切に行われていると思っております。ただし、

その時間が９時あるいは９時半過ぎとか延びる

場合は当然ございます。ですが、その時間外の管

理については適切にやっているということをま

ず御理解いただいて、御了承お願いしたいと思い

ます。 

○海老名 悟議長 以上で16番山村明議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

午後 ０時０２分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時００分 開  議 

 

○海老名 悟議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、（仮称）道の駅よねざわについて外２点、

13番島軒純一議員。 

  〔１３番島軒純一議員登壇〕（拍手） 

○１３番（島軒純一議員） 一新会の島軒純一でご

ざいます。 

  早速、日曜日に、御存じの方も多いと思います

が、私たちの地区、この辺では部落という言葉は

悪い言葉ではないので部落で、契約という行事が

ありました。これは部落の意思最高決定機関であ
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りまして、そこで来年こういう地区の水路が悪い

からみんなで直したらどうだとか、果ては冠婚葬

祭の決め事まで、この部落では来年これからはこ

ういうふうにしようというようなことまで腹を

割って話をするわけです。 

  私は４人で役員をするものですから、最終の２

年間で部落長をしておりました。結構疲れました

ね。昔は、「お前の夢は何だ」と言われたら「隣

組長か部落長」と答えていたんですけれども、ど

ちらも達成をさせていただきました。 

  そんなこともあって、その後ですが、そのうち

の代表として先輩方であるお父さん、おじいちゃ

んが来られたり、代がわりして若い人が来られた

りするわけですが、その後はみんなで一献交わし

ながら、幅広く部落のことから地域のこと、米沢

市のことまで幅広く、もう３時間も４時間もかけ

てみんなでゆっくり話したり懇親を深めるわけ

です。 

  もう一方では、３月の末ごろに今度は部落の総

会と称しましていろんな役、市から言われている

安協とか防犯とかそれから衛生組合とかの役を

決めることを中心とした俗にいう部落総会とい

うのも３月末にあるんですね。ですから、12月に

そういう行事をやって３月にやるということで、

ほんの一部ですが、１つにしたらどうだという意

見があるんですが、そこはみんな「いや、別々に

やるべきだ」とおっしゃるわけです。 

  それは何をおっしゃっているかというと、こう

やって昔は羽織袴を着て礼を尽くして議論の場

に臨んだというような契約という場を尊重して

残していくと。これは大事な部落としての決め事

の時間なんだと。これを残すことによって代がわ

りをした若い人にも先輩方の話も伝えられるし、

いろんな行事がうまくいくんだという考え方が

大勢を占めました。 

  私、こういうことを聞いてきまして、やはり手

間暇をかけないといけないもの、それから合理的

にやって経費も含めて縮減をしていくというこ

とが一方にあるにしても、手間暇をかけないとな

し得ないもの、継続できないもの、またそのこと

を発展させることができないものも確実にある

というふうに思っております。 

  ですから、行政上においても人口減少社会を迎

えるに当たってのこれからインフラを含めた、ス

トックを含めた縮減をするという方向性と、人の

心を１つにしてまちづくりに備えましょう、話し

合いを進めていきましょうという場面について

は、そこは丁寧に略さないでみんなで進めていか

なければならないというふうに強く思って、この

役を終えさせていただいたところでありました。 

  前段が長くなってはいけませんので、質問に入

らせていただきますが、さて、中川市長、就任さ

れてはや１年となろうとしております。この間、

前市長から受け継いだ数々の課題に精力的に取

り組んでこられましたことに心からの敬意を表

する次第であります。 

  我が米沢市は子育て支援への取り組みがおくれ

たこと、公共施設の統廃合や再配置など急激な少

子高齢化を伴った人口減少時代到来への対応が

おくれてきたこと、また財政が逼迫していること

への認識が甘く、ずるずると財政健全化計画を組

まざるを得ない状況を招いたこと、また、市役所

や市立病院など市民の方の命に直結する建物の

耐震不足等への対応がなされてこないなど、多く

の積み残した施策がある中での市政運営だった

と思います。 

  そのような中、市立病院の精神科の医師不足等

により休止等の案が示された状態だったものを

引き継ぎ、民間病院との協力により解決されたこ

と、また市立病院の建てかえや医師不足の問題に

も地域の民間病院との協力体制のもと解決する

方向性を示されたことなど、精力的に取り組んで

こられました。 

  今後とも将来の少子高齢化と人口減少時代に対

応し、市民の安全安心を担保しつつ、持続可能な

米沢市をつくっていかなければなりません。その
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ためには先を見通す鋭い目と、たとえ不人気政策

であっても思いを込めて誠心誠意説明責任を果

たし、勇気を持って実行していこうとする覚悟を

持つことが、トップと我々議員に求められる器量

だというふうに思っております。 

  また、今後公共料金の値上げなど厳しいお願い

をしていかなければならないことも事実だと思

います。そのような中でも、市民の方々に希望や

明るさを持っていただくことは非常に大切なこ

とであります。 

  そこで、このたびは以下の３点の御質問をさせ

ていただきます。 

  １つは、重点道の駅に指定された要因とそれを

実現するために求められるものは何かでありま

す。 

  道の駅は、東北中央自動車の開通に合わせ国や

県の力強い御指導と御支援をいただき、重点道の

駅として平成27年に指定を受けたものでありま

す。今後指定していただいた要因に沿って、最大

限地域活性化に資する施設にしていかなければ

なりません。多くの方々にかかわりを持っていた

だき、我々の道の駅との思いを持ってもらえるよ

うな施設であるべきと思いを込めて質問いたし

ます。お答えをお願いします。 

  ２つ目は、教育委員会の児童生徒と地域住民の

安全確保の認識についてであります。 

  言うまでもなく将来を担う児童生徒は地域の宝

であり、もっと言えば日本の将来を担うかけがえ

のない存在であります。学校はそのかけがえのな

い児童生徒を育む場所であり、危険であっては絶

対にならない場所です。児童生徒の命を守ること

は基本中の基本です。このことは学校の公共性を

考えた場合、地域住民にとっても同じことが言え

ます。安全についての認識についてお答えをお願

いいたします。 

  ３つ目は、ふるさと納税の産業振興と財政健全

化効果の認識についてであります。 

  米沢市は先に申し上げたとおり、27年から財政

健全化中でありますが、昨年の少雪やふるさと納

税の堅調な伸びによって計画を上回るペースで

健全化されてきております。財政に貢献している

ことはもちろんのこと、その返礼品を通じて地方

活性化の鍵を握る産業振興にも多大な貢献をし

ています。その効果の認識についてお答えをお願

いいたします。 

  以上、壇上からの質問とさせていただきます。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

  〔山口昇一産業部長登壇〕 

○山口昇一産業部長 私からは、道の駅についてお

答えをさせていただきます。 

  国土交通省では、道の駅を経済の好循環を地方

に行き渡らせる強力なツールと位置づけ、地方創

生を具体的に実現していくための有力な手段と

して、平成26年度から関係機関との連携のもと、

道の駅による地方創生拠点の形成を行っており

ます。 

  重点道の駅は、地域外から活力を呼ぶゲートウ

エイ型と、地域の元気をつくる地域センター型の

２つの類型において地域活性化の拠点となるす

ぐれた企画があって、今後の重点的な支援で効果

的な取り組みが期待できるものとして選定をさ

れた道の駅であります。 

  （仮称）道の駅よねざわは、ゲートウエイ型の

道の駅として、平成26年度末に全国35カ所のうち

の一つに選定をされました。平成27年度にも38カ

所が選定をされまして、現在は73カ所となってお

ります。 

  （仮称）道の駅よねざわでは、山形県の南の玄

関口として県内各地を結ぶ総合観光案内の窓口

機能、シームレスな県内観光を支援する交通結節

点機能、地域産業を振興し地域の元気をつくる産

業振興機能、この３つを重点機能と位置づけ、地

域の産業拠点、人々の交流拠点、そして地域間の

連携拠点となる施設の整備を目指しております。 

  重点道の駅に選定された要因といたしましては、

本市のみならず、置賜地域はもとより山形県の南
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の玄関口のゲートウエイとして広域観光案内機

能を発揮することや、外国人旅行者への案内など

新たなニーズへの対応という点が、道の駅の拠点

機能の強化とネットワーク化を見据えた道の駅

の第２ステージを目指している国の方向性に合

致をし、これまでにない取り組みとして評価をい

ただいたのではないかというふうに考えており

ます。 

  また、加えまして、国が整備をする無料区間の

高速道路における利用者の利便施設の代替機能

を、インターチェンジに隣接するこの道の駅で担

うという点も、先導的な取り組みとして評価され

たものと考えております。 

  そして、重点道の駅としての機能を今後十分に

発揮していくためには、より多くの市民の皆様に

さまざまな立場から道の駅とのかかわりを持っ

ていただき、御支援、御協力をいただきながら地

域振興の拠点施設として継続的な経済循環を生

み出していくこと、そしてまた、県を初め、置賜

地域の各市町と連携を密にして、置賜地域の連携

拠点としてネットワークを強化し、互いに相乗効

果を発揮しながら地方創生の取り組みを展開し

ていくことが求められているというふうに考え

ております。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、児童生徒と地域住

民の安心安全の確保について申し上げます。 

  教育委員会の最も大切な仕事は教育環境の整備

であります。そして、先ほどおっしゃいましたよ

うに、未来を担う子供たち、そしてその子供たち

を見守って育てていただいている地域の皆様、そ

して保護者の皆様、その方たちの命を守ること、

それが最も大切な仕事であります。 

  そのことにいて不安や危惧を与えてしまうとい

うのはあってはならないことでございます。教育

委員会が与える影響の大きさを肝に銘じまして、

まず、このボイラー稼働の件につきましては本当

に心よりおわびを申し上げますとともに、その信

頼回復に向けてこれから一生懸命頑張ってまい

りたいと思っております。 

  以上でございます。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、ふるさと納税

についての御質問にお答えいたします。 

  本市のふるさと納税については平成20年７月か

ら取り組みを開始しましたが、昨年１月からは返

礼品を26品目とふやし、それ以降についても市内

の事業者から返礼品の公募なども行い、現在、130

品目まで拡充するなど、より多くの方から本市に

ふるさと納税をしていただけるよう充実を図っ

てきました。さらに、各社メディア等へ本市特産

品を積極的に掲載するなど、全国に向けてのＰＲ

も行っております。 

  品目拡充後の実質的な１年目に当たる昨年度平

成27年度については、寄附金額19億5,824万6,000

円と大幅な増加となり、全国11位という結果にも

なったところです。 

  今年度につきましても、先月末では18億円を超

え、昨年の同時期と比較しても６億円ほど増加し

ており、これまで行ってきた取り組みについて効

果が出ていると考えております。 

  御質問にもありましたとおり、ふるさと納税は

市内で生産、製造された農産品、工業製品などを

返礼品としてお送りしていることから、本市の産

業振興へ直接的に効果をもたらしていると言え、

また、本市の米沢八湯に宿泊できる宿泊券が今年

度で見ても400件以上申し込みを受けていること

から、観光面においてもその方々が本市においで

いただきお泊まりされることで大きな経済効果

を生んでいるものと思われます。 

  さらに、市の財政への影響につきましても、想

定以上に多くの寄附をいただいていることから

健全化に貢献しており、総体的にこのふるさと納
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税の制度が本市に与える効果は非常に大きく、今

後も引き続きこの制度の推進を図っていきたい

と考えております。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 島軒純一議員。 

○１３番（島軒純一議員） それでは、質問席から

質問させていただきます。 

  まず、道の駅よねざわでありますけれども、こ

れにつきましては前市長のときから始まってい

るわけであります。当然重点道の駅にしていただ

くためには相当な皆様のお力を頂戴しました。当

然市長が県議会議員をされていたころからも県

議会議員の皆様にもお世話になりましたし、国交

省、それから県の県土整備部の部長さん方にもい

ろいろお世話になったところでありました。 

  その中で私が非常にスタート時点で危惧したの

は、やはり当初の目的であるゲートウエイ型、特

に置賜地区、ひいては県全体について、ここを基

地として発進していくんだと、活力を全体的に広

げていくんだという観点からして、中川市長にな

られる前でありますけれども、非常に２市５町、

少なくても置賜地区のほかのところの乗りは非

常に悪かったという印象がありますね。 

  これについては、27年９月４日に地域アドバイ

ザー懇談会というのがありました。これについて

は県知事からも「米沢がもっとリーダーシップを

とっていると思った」というような発言があった

ぐらい、やはりどうしても事が進んでいなかった

という当時の印象でありました。 

  そこから、あの現場の説明、進行状況というこ

とで我々の議会にはもちろん報告等はあります

けれども、全体的な置賜地区の首長さん方の感覚

も含めて思いも含めて、どんなふうに変わってき

たんでしょうか。中川市長になられて。どんなふ

うなアプローチをしてきたのか。そして、協力を

やりましょうと言われたのかどうか、その辺につ

いて、これはやっぱり市長から御答弁をいただく

しかないと思っております。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 以前にも予算委員会等で申し上げ

たのかなというふうに思っておりますけれども、

就任して早々１月の段階で、この道の駅の件につ

きまして３市５町の首長が集まる機会がありま

した。これははっきり申し上げますと知事の肝い

りで集まっていただいたと。やっぱり県としても

この道の駅は成功させなきゃならないという思

いで、今議員申されたとおりに、ちょっとなかな

か不協和音があったということも事実だったも

のですから、そこでまず第１段階目としましては、

もう３市５町全体の観光振興、物産振興で取り組

んでいきましょうというところをまず合意をさ

せていただいたところでありました。 

  その合意に基づきまして、今度は、じゃそれぞ

れ米沢を除く２市５町としてこの道の駅に期待

するものは何なのかということで、これは実際に

２市５町の首長さんを回らせていただきまして、

アンケート記入をするものをお配りをさせてい

ただいて、そして、どのようにこの重点道の駅よ

ねざわとかかわっていただけますかということ

をお願いをしてきております。 

  そういったことで、あとは全体置賜の観光・物

産振興をどうするのかということについては、置

賜観光協議会の会長も米沢市長となっておりま

すので、そういったことも含めて、どのようにこ

れから置賜全体の地域振興を図っていくかとい

うことも米沢市長に問われている課題でありま

すので、そういったことについても何度か私自身

がそれぞれの市町を訪れて懇談をさせていただ

いてきたということもありまして、特に国の東北

復興観光予算の中で、この重点道の駅に３市５町

全体のそういった観光振興を図るためポータル

ルサイトを立ち上げるというふうなこともあり

まして、その説明にも伺って、ぜひ置賜一丸とな

ってこれからの振興策、観光・物産振興について

やっていきましょうということで、一応合意をし

ておるところでございます。 
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○海老名 悟議長 島軒議員。 

○１３番（島軒純一議員） やはり人がかわれば、

人間性、関係も変わってくるということは言える

わけでして、中川市長の人脈、今までの人づくり、

人とのかかわりのすばらしさといいますか、かか

わりが実を結んでそういった話のところまでい

ったと。私もそういうふうな理解をしております。 

  それを受けて、事務段階、企画を練る段階で今

度は担当者の方々ですが、実質問題として、会議

等で説明いただいている場面も多くありますけ

れども、この本会議場の場で、市民の方々がより

多く目にし聞いていただけるような場で改めて

現状、どのようなかかわりを２市５町の方々に持

っていただけるのか、少し御説明をいただければ

というふうに思います。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 議員も御承知でありますが、

国や県、それから関係機関・団体によって構成を

しております（仮称）道の駅よねざわ連絡協議会

という組織がございます。 

  この中で３市５町の観光担当職員、それから県

も入っておりますが、観光分科会を設置しており

ます。この観光分科会の中では、先ほど市長から

もありました、今般東北観光復興交付金を活用し

て、３市５町の効果的な観光のＰＲ、そして施設

イベント予約までを可能とする総合的なシステ

ムを構築することで、具体的にこの計画を進めて

おります。 

  それぞれ自治体の観光担当職員に参加をしてい

ただきながら、コンテンツの作成でありますとか

システム全体の構成について協議を進めながら

今具体的に作業を進めております。これが完成す

れば、例えばでありますが、旅行商品の情勢やさ

まざまな取り組みが今後見えてくるものという

ふうに考えております。 

  一方、農業分科会のほうでは、農産物の直売所

に対する集荷体制の取り組みについて議論をい

ろいろしていただいております。この中にはＪＡ

さんにも入っていただきながら、広域で集荷をし

ていく１つの組合をつくろうというふうに考え

ておりますが、広域の中で物流をどういうふうに

してやっていくかというふうな部分も踏み込ん

で議論がなされているというふうに聞いており

ます。 

  以上です。 

○海老名 悟議長 島軒議員。 

○１３番（島軒純一議員） やはり発信をする部分、

簡単に言えばパンフレットを置くとかポスター

張るとか、それから今申されたような方策をとり

ながら、現場は進んでいくんだろうなというふう

に思っています。 

  農産物については後で触れられれば触れますけ

れども、やはり顔が見える販売体制を目指しなが

らのデリバリー、集荷体制も含めてですが、これ

は非常に難しいところなんですね。市場さんが絡

んでいる、ＪＡさんが絡んだ中での集荷体制を組

むということはかなり可能性が高いとは思うん

ですが、その中でも顔が見える、一人一人のもの

づくりに対する思いが見えるような販売を目指

そうとすると、この集荷体制は厳しいものがある

というふうに私は思っていますが、今後とも注視

をさせていただきます。 

  それで、これは現場レベル、担当者レベルでは

こんな形で進んでいくんだろうと思います。ただ、

この道の駅について置賜地区の皆様、要するに他

の市町の皆さんの思いを反映するような経営体

制を目指すべきではないのかなという思いも一

方ではするわけです。 

  これはどういうふうな方法があるかといいます

と、当然首長さん同士のふだんのこれについての

連絡、問題点の共有、発展させるためにはどうす

るんだという皆さんの熱い思いを語る場などの

設定は必要でしょう。そのことはあるにしても、

形として経営に参画をしていただきたい。そうす

ることによって責任と、お金をもし入れるとする

ことになると、例えば出資という形でお金を入れ
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てもらえば、各議会の目が入ります。予算として

出す以上それは議論の対象になるわけですから、

そういう体制も含めて各市町でそれぞれに道の

駅を発信をしていただくと。予算委員会等新年度

予算の審議等も通じて、常に道の駅が話題に上が

るような体制づくりも必要ではないかと思いま

すが、この資本参加についてはどのようなお考え

でしょうか。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 この道の駅の第三セクターを

立ち上げるに当たりまして、３市５町連携の中で

どういった株式構成にしていこうかというふう

なことで検討してきたわけでありますが、昨年度

来、立ち上げ時以来、２市５町について、前市長

と私も同行して一周させてもらったというふう

な経過もあるわけですが、出資を求めてこなかっ

たというふうなところがございます。出資は求め

ないのだけれども、実質的な観光連携、物産連携、

こうしたところではぜひお願いをしたいという

ふうなお願いの仕方で、それに対して各首長さん

からも応援しますよというふうなお言葉をいた

だいてまいりました。 

  中川市長が７月に２市５町を訪問した際にも、

こうした前提のもとで各首長さんと意見交換を

しながらお互いの連携を図っていこうというふ

うなことで合意が進んでおりますので、現時点で

は出資を求めていくというふうな考えはないと

いう状況でございます。 

○海老名 悟議長 島軒議員。 

○１３番（島軒純一議員） 確かに経営というのは

当然トップの、要するに意見を集約しやすい形を

とったほうがしやすいんだろうというふうに私

は思います。ただ、この施設の公共性、それから

地域の皆様の思い、期待度の観点から考えると、

やはり資本参加もしていただいて、簡単には小う

るさいことも言っていただきながら、前向きな意

味で提案をしていただきながら経営を進めてい

くというような形を目指すべきだったろうと今

は思います。 

  今お聞きするように、初動においてやっぱり出

資を求めるようなお話ができないほど多分ぎく

しゃくしていたんだろうなということが、私の予

測ですよ。あとは首振られても首振られてなくて

もいいんですが、私の中ではそんな気がします。

やはり初動の中できちんとした信頼関係がもし

あったらば、出資をいただきながら一緒に経営や

りませんかと言えたのかなというふうな気もし

ます。 

  ただこうなってしまった以上、担当者レベルで

きちんとした、要するにお互いのものを売ってあ

げましょうという意味だけではないんですよね。

おっしゃるとおり。発信をしてこの地域、山形県

をどうやって全国発信していくか、すばらしいも

のにしていこうという思いがみんな高まってい

くような運営をしていただきたいなというふう

に思います。 

  続いて、出資について触れたので、またここで

触れさせてもらいますが、この間第三者募集で割

り当て増資をされました。これは2,000万円でし

たよね。どうでしたっけ。そうですね。１株５万

ですかね。100万円一口の。定款上は幾らまでで

きるんですか。いいです、いいです。数字は余り

求めないと言っておきながらついここで言って

ましたので、２億円じゃないですか。そうですか。

私、担当者みたいですよね。定款上は２億円まで

オーケーですね。 

  結局は当初説明のとおり発起方式で立ち上げて、

4,000万円立ち上げて、途中で2,000万円やるんだ

よというのはそれは予定どおりです。それは株主

の総会も経て決められたことですから、今回につ

いてはどうのこうのないと思います。 

  ただ、やはり私は、こういう建物の性質上資本

は多くあったほうがいいと。それも幅広い方々に

参加をしていただくと。例えば市民の方、今回は

業者さんとかそういう資格がないとだめだった

みたいですけれども、一口株主でもいいですし、
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いろんな意味で参加をしていただく。大切なこと

だと思っていますね。 

  だから、やはり株式の運営をする以上、先ほど

申し上げたような運営のしやすさということも

含めて過半数は持ちたいとかいろいろあるでし

ょう、それは。ただこの公共性の高い建物につい

て、株券を集めてみんなで結託をして全然違う方

向に営業していきましょうというのはほぼ無理

ですよね。売買も許してないでしょう。定款上は。

制限を設けているはずです。 

  そういうことからいくと、やはり資本の構成割

合が中心的な経営者に集まらない、割合が高まら

ないとしても２億円まで集めて、簡単に言えば２

億円まで赤字になったって何でもないんですよ。

プラス類はもちろん結構です。配当します。だけ

れども、いろんな経営の安定度とか将来世代の負

担も含めて、安定度を増す自己資金で運営をして

いくという観点からいけば、これは多くの方に参

加をしていただくというのが大切であるという

ふうに思いますから、この点について今後増資を

する方向性なのか、それについてもお答えをいた

だきたいと思います。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 現在、会社の考え方として、

増資の予定を具体的には予定していないところ

であります。ただ、今般第三者割り当てで公募す

るような形にしたところ、こちらのほうで予測し

た以上に大きな反響があったというふうなこと

も一つの財産、情報としてありますので、今後増

資をしていく機会がないとは言えません。 

  といいますのは、もう会社は立ち上がったわけ

でありますが、収益を生むまでの期間が長うござ

いますので、一定程度資本金を充当しながら準備

を進めていかなければいけないというふうな会

社の厳しい状況もありますので、増資の必要性が

具体的に出てくる可能性があります。その際にど

ういう募集の仕方をしていくかというのは、その

ときにまた改めて検討させていただければとい

うふうに思っております。 

○海老名 悟議長 島軒議員。 

○１３番（島軒純一議員） 今回の45件ですか、そ

して17件採択といいますか、抽せんで当選といい

ますか、でしたよね、まず。ちょっと数字は、め

くるとわかるんですけど、多分そんな記憶です。 

  やはりそれぐらい期待度があるんですよ。それ

で、気持ちのどこかには何らかの形で、どういう

展開になるかわからないからやはり資本参加を

しておきたいというような思いがあると。つまり

まだ見えないものに対する備えという意味は皆

さんあったと思うんですよ。わかりますか。どう

いう経営でどういうふうに資本を出したほうが

いろんな意味で有利な、販売物でも何でも、有利

というとおかしいんですが、ものが売れるような、

自分の製品なんかも売っていただけるような体

制になるのかなとか、いろんな意味があったと思

うんですよ。いかなる形にせよこの施設に対する

期待度は高かったわけですから、それをみすみす

当初の予定どおりだからということはわかりま

すが、けっぽってまでやる話かなというふうに思

ったところでありました。 

  この点は今答弁されたとおりだと思いますから、

今もう既に役員報酬等全額かどうかは別として

も出ているそうですから、当然駅長を選ぶにして

もいろんな仕事をするにしてもかかわっていら

っしゃるわけでしょうから、当然手当、給与的な

ものは発生してくるのが当然というふうには思

いますけれども、それにしても営業始まるまであ

と１年何カ月もある中でそういう体制を組まな

ければいけないわけですから、この体質を強化し

ておくと、自己資本・自己資金でやれる体制を追

求していくんだという体制は、それは議決権の

云々は別としてし、探っていくべきというふうに

思って指摘をしておきます。 

  それから、前に委員会で申し上げたことがある

と思うんですが、これは第三セクターで利益を生

むところですよね。通常市民の方から考えれば、
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そういうところからはテナント料、使用料いただ

いてもいいんじゃないのかというような発想が

当然出てくるんじゃないですかね。当然黒字の場

合かもしれませんし、決めてかかってくるのかも

しれませんが、どちらにしても、これは早く言え

ば管理してもらうということですからただです

よね。この辺はどうですか。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 施設全体について指定管理で

管理運営をしていただくことになっていくわけ

でありますが、いわゆる利益を生まない公益的な

部分、要するに休憩所であったりあるいは観光案

内所みたいな部分については、これは指定管理料

としてこちらのほうで計算をさせていただくこ

とになります。ただ物販にかかわる施設について

の光熱水費等も含めて、こうした部分の管理につ

いては売り上げの中からお支払いをいただくと

いうことで役割分担させていただこうというふ

うに思っております。 

  また、その施設の使用料については議会からも

たくさんの御要望をいただきましたので、設定を

させていただく方向で今検討しておりまして、代

表者の方とも話をさせていただいております。ま

だ金額の部分まで詰まっておりませんので、今後

早急に会社側と調整をさせていただいて、会社の

収支計画の中に影響するわけでありますので、そ

の中に盛り込んでいく必要がありますので、早目

に調整をさせていただこうというふうに考えて

おります。 

  ただ、繰り返しになりますが、開業してすぐに

黒字が出せるかどうかというのはなかなか見え

ない部分でありますので、一定程度の出だしの部

分について猶予するようなことも含めながら、た

だ最初にあるべき論としてこれぐらいの使用料

はというところは調整をさせていただければと

いうふうに思っております。 

○海老名 悟議長 島軒議員。 

○１３番（島軒純一議員） 以前の会議で御指摘を

させていただいたときにははっきりした回答は

なかったかなと思っていたんですが、きょうに至

ってはそういうふうな回答をいただいたところ

で、御検討いただければなというふうに思ってお

ります。 

  それから、その使用料との関連はもちろん否定

しませんけれども、指定管理料についてはどれぐ

らいを、ざっとでいいですが、考えていらっしゃ

いますか。いや、余りわからないときはわからな

いでいいですよ。 

○海老名 悟議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 さっきから手を挙げないで答

弁したりして大変恐縮です。 

  金額はちょっと積み上げ最終固まっておりませ

んので、ここですぱっと額は申し上げられません

が、積算はしております。 

  それで、これについては当然ながら会社経営と

は全く別の性質のものでありますので、要するに

指定管理料に対してどういう決算を結んだかと

いうふうな部分は毎年度きちんとチェックをさ

せていただいて、確認をさせていただくようにし

ていきたいと思っています。 

○海老名 悟議長 島軒議員。 

○１３番（島軒純一議員） 定額でないということ

ですかね。定額ですね。 

  実はこの間、議員の皆様で多くの方がいらっし

ゃいましたけれども、東北中央自動車の早期完成

を目指して、福島市、米沢市、相馬市、伊達市の

４市で連絡協議会をつくっておりまして、その研

修会がありました。その中で興味深い研修があっ

たんですよ。 

  これは道の駅に関してですが、申し上げますと、

これは福島の数字ですけれども、福島に今28営業

している道の駅の施設があります。そのうち12カ

所が黒字、うち７カ所が指定管理料含み。逆に言

えば５カ所については指定管理料なしでも黒字。 

  それから、東北全体で今稼働しているのが139

あるんですが、そのうち59カ所黒字。うち39カ所
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が指定管理料含みの黒字ということで、もう一つ

言うと、管理料なしの指定管理をしているところ

が25％あるというんですね。 

  ですから、先ほど使用料との絡みも当然ありま

すから、どちらもいいことというふうにはいかな

いかもしれませんけれども、いろんな形の中で、

私たちが人口減少していく中であの施設の例え

ば建てかえも含めたりして考えたときに、やはり

そこはただもの入れていくだけでない方策を探

っておくと。早く言えば、減価償却分から積み立

てできるぐらいに考えていかないと、永続的な経

営はできないということですよ。子供たちに、い

い財産じゃなくて借金を含んだような建物を残

していくようなやり方をなるべくしないという

ことです。それはお金を生まないものについては

いたし方ないものもあるでしょう。ただここにつ

いてはお金を生んでいくというか、売り上げの上

がるところですから、ここはぜひお願いをしたい

なと思います。 

  時間がないですからもう一つ申し上げますと、

やっぱり米沢牛なり米沢の産物の品質等の担保

をとってほしい。要するに、もちろん経営をよく

するには仕入れを安くしていっぱい売っていく

というのは原則です。ただこういう施設の関係上、

米沢市が絡んでいるということになれば、当然公

共性が高いわけでして、当然にせものなんか売ら

ないにしても、やはりそれなりの品質のものを提

供しないと、「米沢牛うまいといって食ったけど、

安いには安いけど、ちょっとうまくねえよね」と

いう形では、なかなかこれは評価も得られないだ

ろうと。何年かたつといつの間にか「米沢牛はネ

ームバリューの割にはおいしくないね」という話

になりかねないということです。ですから、非常

に難しいことを要求しておりますが、それなりの

担保をとっていただいたり、値段と内容の検討な

んかについても、非常に厳しいところがあります

けれども、よろしくお願いをしたいと思います。 

  次に移りたいと思います。教育委員会のお話で

す。 

  今、大河原教育長が言っていただいたとおりで

あります。私、申し上げたいのは、やはり26年の

最初の……、ちょっとお待ちくださいね。 

  26年７月14日に文科省から197号という、これは

通達ですかね、調査依頼ですかね、来ましたね。

このときに対応されて石綿を含む本材以外の部

分については報告してあったんですか。これは石

綿を含む本材の、煙突等について報告をしなかっ

た。調査をしなかったということですかね。 

○海老名 悟議長 大河原教育長。 

○大河原真樹教育長 調査をしまして報告をしてお

ります。県のほうに。その年の９月19日というこ

とで報告をしております。 

○海老名 悟議長 島軒議員。 

○１３番（島軒純一議員） このときはただ目視と

か図面の確認とかという形ですよね。 

  私はここのところ、ほかの部分は報告したんで

しょうけれども、この部分については目視とか確

認で済んでいると。その後の調査をした期間を見

ると約１カ月間で完了までいっているんですよ

ね。次の年、27年のいつでしたっけ。（「10月16

日」の声あり）10月。11月から12月で調査したん

ですか。10月から11月ですか。はい。 

  その中で１カ月間で済むような話を１年間、早

く言えば延ばしているんですね。ですから、ここ

で27年から28年の冬の使用について、早く言えば

学校にもお知らせをせず問題だというふうな認

識であろうと思いますが、実は、26年度中に財政

当局……、ごめんなさい、まず認識について危な

いんだという認識を持っていられて、そこで学校

は迷ったら安全をとるというような意識がきち

っとしてあれば、そこで行動は起こせたんだと私

は思っているんですよ。非常に厳しいと思います。

国からも具体的な通達はその後だと思うんです

よ。こういうやり方をしなさいと来たのは。 

  でも、その段階で実はアスベストの危険性につ

いては認識されていたと思いますから、もしかす
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るとその段階で調査までやってみようと、もしか

するとですよ、これはそこまで思いが及ぶのが本

当の意味で子供たちを守ると、口ばかりではなく

て、本当の意味で子供たちを守るということがに

じみ出てくる施策なんですよ。国からこうしろと

言われる前に、これは危険だと、この文書が来た

以上、ここは財政当局とすぐにでも相談をして取

り組もうじゃないかというのが、これが思いのあ

る教育上の安全確保です。 

  大河原教育長のいなかったときですから、一生

懸命首を振られておりますから、責任上もちろん

ここはそういうふうに思ってそうだなというふ

うに思ってくれているとは思いますけれども、実

はこれをなぜ、教育委員会の随分世の中で説明会

をしたりその該当地区の方々におわびを申し上

げる機会があったりとわかっていながら、なぜこ

この本会議場で取り上げなきゃいけなかったか

ということです。私が。 

  実は、26年から27年の冬で南原小学校の体育館

を潰しているわけです。これも豪雪対策本部が２

月２日に立ち上がって、その時点まで目視の確認

か、余り確認をされていないという当時答弁だっ

たと思うんですよ。そこを言ったところ、150セ

ンチ以上は豪雪対策本部の設置基準ですから、当

然150センチ調査をしなかったとしても、150セン

チはあるんだという前提で物事にかかるべきだ

ったんじゃないですかと言ったところ、屋根は風

も当たるし、もしかすると150センチなかったか

もしれないというような答弁もされているんで

すよね。 

  この認識の甘さといいますか、安全なほうに甘

いほうに思いをめぐらせている。安全確保という

のは厳しいほうに目を向けて確保するんですよ。

150だかもしれないけれども、吹きだまりがある

ような屋根だったら２メーターかもしれないと

思うのが、安全確保、そして、善管注意義務を全

うした仕事なんですよ。 

  ですから、そういうことも含めて、結果として

体育館を潰してしまった。体育館を潰したことは

何でもないんですよ。それはなぜかと言えば、子

供たちの命を守ることができたから。でも、これ

は全くの偶然ですから。「いや、子供たちいなく

ていがったよ」なんて話ではないんですよ。 

  ですから、これを取り上げなければいけなかっ

た思いというのは、やはり財政が厳しいからとか

そういうふうなところに思いをはせる必要はな

い。いつも申し上げますが、教育委員会というの

は子供たちの教育上、安全も含めて、大切なこと

だと思うことについては堂々と我々にも財政当

局にも言ってください。特に安全に関してはちゅ

うちょなく言ってください。何らお金がないとい

うことは心配することではありません。子供たち

の命に比べたら何でもないことです。 

  今さら26年１月財政当局は相談受けましたかな

んて質問はしませんが、そこを肝に銘じていただ

いて、教育長のこの間言っていただいたような答

弁を皆さんの前でもう一回していただきたい。あ

のときは、おくれることは、はい、そこです。お

願いいたします。 

○海老名 悟議長 大河原教育長。 

○大河原真樹教育長 いろいろ御指摘をいただきま

して、ありがとうございます。 

  危機管理の最も大事なことは最悪を想定すると

いうことでございます。その最悪を想定するとい

うことから始めまして、とにかく迅速に処理をす

ると。やっぱりおくれるということは悪だという

ふうに思います。どんな施策、どんなに熟慮して

も、おくれたら何にもならないというふうに思っ

ておりますので、最悪を想定して迅速に取り組ん

でまいりたいと思っております。 

○１３番（島軒純一議員） 力強い決意をいただき

ました。 

○海老名 悟議長 議員、議員。島軒議員。 

○１３番（島軒純一議員） 厳しい議長さんです。

大変失礼いたしました。ちょっと興奮してしまい

ました。 
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  いいお答えをいただきましたので、本当にその

とおりだと思いますし、教育長のこれからの手腕、

内部で必ず共有化すると、問題の共有化ですよね。

決済ができる人、判断ができる人に常に問題点を

上げていくという体制づくりについて、これから

も御考慮お願いをしたいというふうに思います。 

  それでは、次のふるさと納税であります。 

  これにつきましては、まず、20年度からですか

ね、このふるさと納税というのは。27年１月から

ですか、１億円の予算を組んだのは。それまでは

トータルで幾らでしたか、ふるさと納税。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 ちょっと合計は電卓をた

たかないとなんですが、年間で100万円から、多

い年ですと600万円というのが最大でございます。 

○海老名 悟議長 島軒議員。 

○１３番（島軒純一議員） 多分記憶だと二千数百

万円ですよ。５年も６年もたって。ですから、あ

の当時は、納税の本来の趣旨に反しているという

ような、哲学的と言いませんが原則論でだけ臨ん

できました。 

  ただ総務省では、やはり育てた地域が疲弊する

ような、その子供たちが成人して都会に出ていっ

てあちらで納税をする。育てたのはどこなんだと

いうような発想を原点としまして、地方にお金を

おろす方法は何なんだというふうに考えた末に、

基本的な納税の趣旨云々にかかわらず、このふる

さと納税制度を始めた。ここまで返礼品競争にな

るとは思わなかったかもしれません。しかし、今

は返礼品によって順位が左右されてくるという

ような時代になりました。 

  そこで米沢牛です。米沢牛については昨年もの

がなくて対応できないということがありました

ね。どうですか。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 昨年は初めての取り組み、

１月から始めたわけですが、予想以上にお申し込

みをいただいて、年末の通常のお客様に対しての

対応が12月非常に不安があるということで、御指

摘のとおり12月に停止したというような経過が

ございます。 

  今年度は、年始めのほうからそのようなところ

もお願いしまして、対応させていただくというこ

とで今予定しております。 

○海老名 悟議長 島軒議員。 

○１３番（島軒純一議員） 昨年についてはことし

よりも多分20万円ぐらい高かったような感じだ

と思います。ことし130万円ぐらいですかね、昨

年は150万円ぐらいまでいったんじゃないですか

ね。 

  そんなこともあっていろいろですが、基本的に

は、昨日一昨日も質問あったような基本的な頭数

が確保されていない。それから、米沢にふるさと

納税をされている方は、置賜全部が米沢牛だとし

ても、できれば米沢産の米沢牛、「本物中の本物

よ、私が頼んでいる米沢の牛というのは」と。３

市５町が悪いというわけではないですよ。ただ

我々の思いとすれば増頭する必要があるだろう

ということです。 

  それについて鈴木藤英議員も言っておられまし

たが、やはり産業振興の中で使えるというふうに

目的を絞っているわけですが、７項目ありますね。

おとといの答弁ですか、鈴木議員に対しては、目

的が限定されているので、余り目的税化して使え

ないような答弁をされたような気がするんです

が、確認させていただきます。あと５分なので短

くお願いします。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 いや、目的は設定をでき

ます。その中でどのような項目を設けるかという

のは自治体の裁量ですので、平年費用を除いた分

について私どものほうで設定をして、それを充て

させていただくということは可能でございます。 

○海老名 悟議長 島軒議員。 

○１３番（島軒純一議員） やはりセンター化でし

たか、畜産で言うね、とかいろいろ手間のかかる
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ことに取り組むことも、長い目で見れば大事です

よ。ただ、今生産を一生懸命やっている、まさに

今生産農家に対して直接的に資本を投下してい

ただくような助成金を組むなり、そして、やろう

と、もっともっと規模を拡大して頑張ってみよう

じゃないかというふうに思っていただく施策を

組むことが、短期であってわかりやすい政策で取

り組みやすいんですよ。 

  ですから、これは27年の実績ですが、ここの中

では14億7,000万円いただきましたと。27年１月

から12月まで14億円集まりましたよと。その中で

１億1,500万円は市長にお任せもあるんですよね。

この中からぜひ直接的にわかりやすく畜産農家

育成、特に今は資材費なんかが高騰して建設費な

んか上がっておりますから、増頭するにも増頭で

きないような狭いところですよ。その状況を短期

間に解消してやったほうが増頭につながると。 

  当然子牛を生産してその場で一貫体制も進めま

しょうというやり方はあるべき姿ですが、ここを

短期で乗り切るには増頭していかないと米沢牛

は幻の牛だなんて言われて、決していいことでは

ないですよ。米沢牛がなければ米沢の食は基本的

に語れない。もっと言うと、米沢というネームバ

リューは食に関しては米沢牛ですよ、間違いなく。

これは下手するとなくなりますよ、みんな御指摘

しているように。高齢化したり高かったり、もう

これはだめだなと、弁当１つ持ってちょっと勤め

に行ったほうがちょっと景気も上向いてきたし

いいかもよという話では困るんですよ。 

  ですから、一般の経済社会に任せたように農家

がなるようになるだろうではない。もちろんそん

な施策はしていないんですが、そう言わず、積極

的にわかりやすく、米沢市は米沢牛をこのように

して振興してますよと全国に発信するような施

策を組んでいただきたい。これについても市長か

ら思いを述べていただきたい。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 お話ありますように、もう３市５

町全体の米沢牛でありますけれども、やっぱり米

沢という名前がついている以上は米沢市がしっ

かりとどう対応していくのかということは本当

に喫緊の課題です。 

  きのうも答弁しましたように、団地とかいろい

ろありますけれども、こういったものには時間が

かかります。そうでなくて、やっぱり今若手の生

産者、繁殖農家も肥育農家も頑張っておりますの

で、そういったところにどのようにして増頭して

いただけるかと。これは人材の確保もありますけ

れども、そういったものについては喫緊の課題と

して取り組ませていただきたいとこのように思

います。 

○海老名 悟議長 島軒議員。 

○１３番（島軒純一議員） ありがとうございます。

根底にそのような思いを持って取り組んでいた

だけるのは大変ありがたいと思います。 

  このふるさと納税については、通常米沢市がこ

のふるさと納税がなくても使うべき金をなるべ

く向けないほうがいいと思いますよ。この施策が

いつまで続くかというとこの議論自体成り立ち

ませんが、しかし、このお金を通常米沢市を運営

するような通常のお祭りに回すとかはやめたほ

うがいいです。 

  ですから、この機会に目的税化して、例えば役

所を建てるための目的税として毎年２億は取ろ

うとか、いろんなやり方があると思うんですよ。

そういう形に使っていかないと、これを常に使う

お金、一般会計の中のその中でも常に使うお金に

使って、どこで薄めたかわからないような使い方

をするよりは、ここで景気をつけて将来の米沢市

に備えましょうという考え方をすべきだという

ことを御指摘申し上げて、そして御理解をいただ

くことをお願いして、質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

○海老名 悟議長 以上で13番島軒純一議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開を２時10分といたします。 
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午後 ２時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時０９分 開  議 

 

○海老名 悟議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、屋内遊戯施設整備事業について外２点、

１番木村芳浩議員。 

  〔１番木村芳浩議員登壇〕（拍手） 

○１番（木村芳浩議員） 明誠会の木村芳浩でござ

います。 

  うれしいかな、悲しいかな、９月定例会に引き

続きまして一般質問の最終バッターを務めるこ

ととなりました。できるならば、本来であれば、

３日間のうちの午前中ぐらいに立ちたかったな

というのが本音でございますが、願いかなわずで

ございます。それも2016年をこの米沢市議会をし

っかりと締めろというふうな皆様方からの御要

望と真摯に受けとめて、早速質問に入らせていた

だきたいと思います。 

  私からの質問は３項目お聞きをいたします。 

  初めに、屋内遊戯施設整備事業についてであり

ます。 

  子供たちが自由に体を動かして遊ぶことは、子

供の心身の発育や発達には極めて重要なことで

あります。しかし、近年においては自由に遊べる

場所が減り、犯罪や事故などの懸念などから体を

動かして遊べる機会が減り、外で元気よく遊んで

いる子供たちの姿を余り見かける機会がなくな

りました。逆に、家にこもりテレビゲームやカー

ドゲームなどに夢中になり、体が成長する大切な

時間を著しく阻害していると感じてなりません。 

  平成の時代を迎えたころから、我が国ではオタ

クやひきこもりといった若い世代の姿がマスコ

ミなどの話題となり、社会現象にもなりました。

働く気力を失った若者が後を絶たず、現代社会に

おいても今もなおその解決には至っておりませ

ん。 

  そうした若者を今後生み出さないために、10年

前の2007年ころから、幼いうちから体を動かす習

慣を身につけさせるため、教育現場のほかに新た

な成長を促す遊び場を設置する取り組みが全国

各地で始まってまいりました。小さいころからさ

まざまなスポ少などに通う子供たちも年々減少

傾向にあることも相まって、室内外の遊戯施設が

注目を浴びるようになってまいりました。近年で

は、天候や気温に左右されず安全に遊ぶことがで

きるというイメージから、商業施設の屋内に設置

をされていることが多く、滑り台やボールプール

など子供が体を動かして遊べるスペースが設け

られております。 

  山形県の県内各地でも、全国の流れを受け次々

と公共施設において屋内外の遊戯施設が整備を

進められている中、数年前より本市でも関係団体

から設置の要望が出されてまいりました。それを

受けて本市では、米沢市まちづくり総合計画第１

期実施計画がことしの春に示され、平成28、29年

度の２カ年で屋内遊戯施設を整備する予定にな

っております。当然のことながら施設の規模や設

置場所、遊具等の設備等は計画が既に進められて

いると思います。現段階で設置に向けた整備計画

がどこまで進められているのか、内容をお伺いい

たします。 

  次に、本市の交通安全対策についてお伺いをい

たします。 

  安全安心な生活を送るためには、個々にさまざ

まなルールを守り、気遣いや心遣いも必要とされ

る場合も多く見受けられます。その中でも人が通

う学校や会社、病院や買い物に向かう場合など、

地域社会で行動するには自宅から一歩出て毎日

をスタートさせる人がほとんどだと思います。歩

く人、自転車やバイク、自動車など、目的地に到
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着するまでには交通安全に気をつけて行動しな

ければなりません。 

  しかし、現実問題として、一瞬の判断ミスや注

意を怠ったりすれば取り返しのつかない事故に

巻き込まれてしまいます。当たり前の日常の行動

ができないのも人間であります。わかっていても

もらうのも事故ですし、事故を起こさないと意識

していても巻き込まれたり突っ込んでこられて

は防ぎようもない事故であります。 

  そうした中で、市民の安全を毎日手助けをいた

だいているのが、地域で朝早くから立哨をしてい

ただいている交通安全協会の地域の皆様方であ

ります。毎日毎日交差点や危険な箇所に立って、

通学する子供たちや通勤するドライバーに身振

り手振りで誘導を行っていただいております。 

  本市の政策の中においても、交通対策はよく耳

にしますが、なかなか交通安全対策を耳にするこ

とは少ないと感じております。どこかで警察や安

協の役割で任せておけばいい、我々には心配ない、

我々の責務ではないというような考えに至って

はいないでしょうか。その辺が疑問に思うのであ

ります。 

  そこでまず初めにお聞きをいたしますが、本市

の施策として今行っている交通安全対策はどの

ようなことを行っておられるのか、お伺いをいた

します。 

  次に、万世橋成島線の今後の整備についてお伺

いをいたします。 

  平成26年９月定例会において、本市の都市計画

整備の中でこの質問をさせていただきました。そ

のときには、路線整備に対する本市の計画は空想

論にすぎず、県当局や地区要望の出された住民の

方々との話し合いも行われておりませんでした。

その後、指摘を受け、26年11月から期成同盟会も

一部再開をするような形で、今日まで整備に向け

た話し合いが行われてきたと思います。 

  来年10月に完成する東北中央自動車道米沢イン

ターからの循環路線として期待をされ、南地区の

今後の地域発展に向けても現実に整備を行って

いかなければならない、本市にとっては大変重要

な幹線道路であることは、現在も御認識をいただ

いているところだと思っております。石垣町塩井

線の北部整備が完了を迎え、次は南進への整備計

画も県では考えていただいているとお聞きをし

ております。 

  そこで、２年前にお聞きをしたころから、本市

と県との協議がどこまで進展が図られてきたの

かお聞きをいたしまして、本定例会も実り多き定

例会になりますことを御期待申し上げ、壇上から

の質問といたします。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

  〔堤 啓一健康福祉部長登壇〕 

○堤 啓一健康福祉部長 私からは、１の屋内遊戯

施設整備事業についてお答えいたします。 

  屋内遊戯施設につきましては、子育て世代の

方々から多くの御要望をいただいていることか

ら、既存の施設を活用し整備を図る予定で、米沢

市まちづくり総合計画第１期実施計画に盛り込

んだところであります。 

  これまで、この第１期実施計画に基づき、既存

の施設を活用し屋内遊戯施設を整備する準備を

進めておりました。具体的には、中心市街地の既

存施設の一部を借用して、遊び場と子育ての相談

もできる子育て支援機能も備えた無料で利用で

きる施設整備を考えておりました。 

  しかしながら、その後、予定していた施設にお

きまして整備するには条件等が整わなかったこ

とから、予定していた既存施設については整備を

見送り、他の既存施設について活用整備を図るこ

とが可能かどうか検討してきたところでありま

す。 

  検討の中では、これまで子育て真っ最中の保護

者の代表の皆様との懇談会の中で意見交換をさ

せていただいた際には、屋内遊戯施設について中

途半端な施設は望んではなく、しっかりとした規

模の大きな施設を希望されております。そのため、
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当初考えておりました規模の施設を早期に整備

していくのか、子育て世代の皆様が希望している

規模の大きな施設整備を長期的に考えていくの

か、本市の現在の厳しい財政状況下においてどう

進めていくべきか検討しておりました。 

  このような状況の中、先日、子育て世代の方々

からの御意見をお聞きする場を設けまして、改め

てさまざまな御意見を頂戴したところでござい

ます。子育て世代の方々の意見としましては、屋

内遊戯施設に対しては、子供の単なる遊び場とし

て中途半端な施設を整備するのではなく、まちづ

くりを総合的に考え市のシンボルとなるような

施設として、広い駐車場を備え交流や相談もでき

る魅力あるしっかりとした施設を望んでいるこ

とが確認できたところであります。さらに、意見

の中には、市のまちづくりを総合的に考え、市立

病院、市庁舎及び学校の施設整備が優先すべき施

設整備ではないかとの御意見なども頂戴したと

ころでございます。 

  また、新たな施設整備については市のまちづく

りを総合的に勘案し、優先すべき施設もあり、さ

らには公共施設等総合管理計画との整合性も図

る必要があると考えております。 

  そのため、屋内遊戯施設整備につきましては、

第１期実施計画に基づきこれまで平成29年度完

成を目指し既存の施設の活用を基本として進め

てまいりましたが、一旦白紙に戻してまいりたい

と考えております。 

  そして、改めて長期的な計画での規模の大きい

施設建設の可能性や施設の複合化、さらには民間

との連携も視野に入れて、屋内遊戯施設整備事業

計画の再検討をしてまいりたいと考えていると

ころであります。 

  私からは以上であります。 

○海老名 悟議長 菅野市民環境部長。 

  〔菅野紀生市民環境部長登壇〕 

○菅野紀生市民環境部長 私からは、２番の交通安

全対策について、本市の考え方、関係機関との連

携などの取り組みについてお答えいたします。 

  初めに、本市における交通安全対策についてで

すが、交通事故のない安全安心なまちを目指して、

関係機関・団体等と連携し、現時点では第９次の

交通安全計画に基づき各施策を推進しておりま

す。 

  ソフト面では、何よりも市民一人一人の交通安

全意識の高揚が必要として５つの柱、１本目が

「交通安全推進団体との連携した広報活動」、２

つ目が「交通安全講習会への支援」、３つ目が「実

践的な交通安全教育の推進」、４つ目が「交通指

導体制の充実」、５つ目が「交通安全推進団体の

支援」を展開しているところでございます。 

  具体的には、広報活動の推進では、米沢市交通

安全推進協議会が実施主体となり、構成員となっ

ている各機関・団体等と一体となって、春、夏及

び秋と年末の交通安全運動を中心に、交通事故の

実態に即した運動として展開しております。 

  また、交通安全の日である毎月１日、15日には、

街頭立哨や広報車による街頭広報活動を展開し

ているほか、自転車の安全な乗り方について指導

を行う「自転車マナーアップキャンペーン」など

各種街頭キャンペーンを随時実施しております。 

  さらに、多くの議員の皆様にも参加していただ

き、先日12月３日に開催しました「安全・安心な

まちづくり米沢市民大会」を毎年開催するなど、

市民総参加による交通安全活動を推進しており

ます。 

  また、実践的な交通安全教育の推進として、幼

児から高齢者まで心身の発達段階やライフステ

ージに応じた段階的かつ体系的な交通安全教育

を展開しており、平成27年度における交通安全教

室の実施状況は、実施回数270回、受講者数は延

べ１万7,854名となっております。 

  特に、高齢者に対する交通安全教育は、加齢に

伴う身体機能の変化が歩行者または運転者とし

ての交通行動に及ぼす影響を理解することとと

もに、状況に応じて安全に道路を通行するために
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必要な実践的機能や交通ルールなどの知識習得

を目的としております。 

  さらに、高齢化の進行に伴う高齢運転者の事故

増加に対応するため、関係団体と連携し、参加・

体験・実践型の「高齢者夜の交通安全教室」を開

催するなど、高齢者への交通安全意識の普及徹底

を図っているところでございます。 

  交通指導体制の充実につきましては、交通指導

員を配置し、児童生徒の登校日の朝７時30分から

立哨指導を行っていただき、平成27年度では17カ

所、年間200日程度立哨指導を実施していただい

ております。 

  また、交通安全推進団体への支援では、交通安

全母の会米沢市連合会並びに米沢市シルバー交

通指導員会の自主的かつ積極的な活用ができる

よう、必要な支援などを行っているところでござ

います。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、交通安全対策の中

から、通学路の安全対策について申し上げます。 

  現在、国の施策により通学路の安全確保に向け

た取り組みが進められております。本市におきま

しても、道路管理者である国土交通省、山形県及

び米沢市、米沢警察署、米沢地区交通安全協会、

そして米沢市教育委員会で構成する「米沢市通学

路安全推進会議」を平成26年度に設置いたしまし

た。この会議におきまして、平成26年９月に策定

いたしました「米沢市通学路交通安全プログラ

ム」に基づきまして、関係機関が連携して通学路

の安全確保を図っているところでございます。 

  各小学校では、毎年４月に下校指導などとあわ

せて通学路の安全点検を行っており、教育委員会

に報告をいただいております。今年度通学路にお

ける危険箇所として報告が上がりましたのは市

内全て合わせますと37カ所でありました。 

  これらの危険箇所につきましては、先ほど申し

上げました「通学路安全推進会議」に係る関係機

関と学校とが連携し、６月から７月にかけて通学

路合同安全点検を実施し、対策について検討を行

いました。 

  具体的な対策としては、道路管理者である県や

市が行うものとして、路側帯のカラー化、ドット

ラインの新設、外側線や注意喚起文字の表示、水

路への転落防止網の設置、冬期間の除雪の強化・

徹底などがあります。 

  警察署が行う対策としましては、横断歩道や停

止線等の表示・更新、交通状況調査をもとにした

表示や規制の検討などがあります。 

  交通安全協会が行う対策としては、横断旗の設

置・更新などがあります。 

  今年度検討された対策の中で、米沢市が対応し

なければならない箇所は17カ所で、ほとんどが対

応済み、一部対応中であります。また、県の対応

箇所は13カ所、警察署の対応箇所は11カ所あり、

現在随時進めていただいている状況です。 

  私からは以上です。 

○海老名 悟議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、３項目めの都市計

画道路万世橋成島線の今後の整備についてお答

えいたします。 

  まず、御質問のありました（１）の県との協議

はどこまで進められているのかでありますが、都

市計画道路万世橋成島線の状況につきましては、

現在も県担当部局とは継続的に勉強会を開催し、

開通後の将来交通量の変化などを考慮しつつ、未

整備区間の道路構造のあり方など事業化に向け

た課題について意見交換しながら、検討を重ねて

いるところでございます。 

  万世橋成島線については、市街地混雑の緩和及

び国道13号や東北中央自動車道へのアクセス幹

線道として重要な路線であり、必要な路線と認識

していただいているところでありますが、東北中

央自動車道の（仮称）米沢インターから米沢北イ
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ンター間に（仮称）米沢中央インターが追加され

たことにより、当初計画していた市街地への交通

量配分が大きく変わることから、万世橋成島線の

（仮称）米沢インターへのアクセス道としての分

担交通量の割合が低減することが予測されるの

で、東北中央自動車道の来年度の開通に伴い、交

通形態が今後どのように変化するかを見きわめ

ながら検討する方向と、県より聞いているところ

でございます。 

  今後とも県担当部局並びに地元同盟会との連携

を強め、事業化に向けた環境づくりを継続してい

き、早期着工につなげてまいりたいと考えており

ます。 

  私からは以上であります。 

○海老名 悟議長 木村芳浩議員。 

○１番（木村芳浩議員） まずは御答弁ありがとう

ございました。 

  まずは、１番の屋内遊戯施設の整備事業に関し

まして順次お聞きをしていきたいと思います。 

  正直、案の定だなと思っております。全然聞こ

えてこなかったんですね。この屋内遊戯施設は部

長おっしゃったとおりで、私も幼保議連の議会代

表として、会長あるいは担当理事の方々に加えさ

まざまな保護者の皆様とお会いをして、これを何

とか早期に設置をしていただきたい、その御意見

をいただいた場所に私もおりましたので、その要

望された内容まで把握をしていたつもりであり

ます。昨年のころからようやく新しいまちづくり

総合計画に計画を乗せて整備を進めていくんだ

ということでお話をお聞きをしており、少し喜ん

でいたところであります。 

  先ほど御説明があったとおり、中心部に設置を

していただくところとの兼ね合いができず、新た

な場所を検討していかなければならないという

そういう事情もお聞きをしておりましたが、それ

で９月定例会においては、リファイニング建築と

いう提案をさせていただいた経緯もございまし

た。 

  中には、今回一般質問でも出ましたけれども、

ナセＢＡを生かすためにやはり中心部にこうし

た施設を設けるべきではないかという考えから、

やはりナセＢＡの前にあるポポロの再生という

ものが米沢市の今後の中心市街地の発展に大き

く左右するという意味の中で、この提案も含めな

がら話をさせていただいてきたと私は思ってお

るんです。 

  ですからこそ、９月に質問させていただいたと

きに、建築家である青木先生を米沢にお越しいた

だいて、あのポポロビルを何とかできないか、文

化会館を何とかできないか、この庁舎問題、病院

問題、そういったものをいわゆる負担を少なくし

て効果を大きくするために見ていただこうと。そ

れで11月30日、中心市街地活性化協議会、商工会

議所を含めた皆様の御協力があって講演会まで

結びをつけた。 

  そのときに実際に、そのビルもオーナーサイド

から御協力をいただいて、こうしたものを米沢市

は目指しているんですがという御相談をしなが

ら見ていただきました。そのときの検証結果は、

やはり出すもの、お金のかかるものはそんなには

かからない、やれる施設であると。 

  私は９月も申し上げましたけれども、一石一鳥

ではだめなんですね、これからの地方自治という

のは。やはり１つの物事をつくっていくためには

一石二鳥、一石三鳥、一石四鳥、そういうふうな

お金の使い方をしていかないと、市民サービスは

何年何十年たったってできるわけがないんです。 

  例えば今のポポロの場所に屋内遊戯施設、それ

から、もう建てかえも叫ばれている民間ですが商

工会議所の建てかえも叫ばれております。庁舎の

建てかえができなければ、商工観光部門を移せば

いいじゃありませんか。そうすると、前には図書

館があって向かい側には子供が集う場所があっ

て、市の役所機能が設けられ、米沢を引っ張る商

工会議所があり、これは中心市街地活性化に一番

早く結びつきませんかね。 
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  そのために、我々は11月に内閣府にお邪魔をし

て内閣官房参事官、副市長はどんな立場だかよく

御存じだと思いますよ。いわゆる大臣から認めら

れた唯一判この押せる方です。その方と我々直接

お会いをして、これからの米沢のまちのためにこ

ういうハード事業があるんです。どういった交付

金が、平成29年度から地方自治を守るためにどう

していったらいいんでしょうか。そういう勉強会

を重ねてまいりました。 

  そこで、今回市長にも担当部長にも、その後我々

帰ってきてからいろんな懇親をさせていただき

ましたよ。その内閣府からお金を出せる道筋をつ

くってきてるんですよ、しっかりと。３年間、単

年マックス２億円。ですから６億円ですよ。本当

に米沢市がそういう整備をやっていくならぜひ

協力しましょう。 

  きのう、おとといも出ていましたね。なぜ国に

こういう地方創生のメニューがいってこれだけ

のお金を返さなきゃならないんだと。つまりは中

身が伴っていないから審査から外されるんです。

本気度が伝わらないんです、国に。県に対しても。

だから、一旦白紙なんて簡単なことが言えるんで

す。今、白紙にする必要はないんです。来年つく

れる可能性を我々はつくってきたんですよ。違い

ますかね。単年黒字だ。 

  この定例会もそうですよ。いろんな議案が出て

います。健康保険税の値上げ、下水道の値上げ、

市民の負担大きいですよ。この中で人事院のもの

も認めなきゃならないこともこれから各委員会

で待っているんですよ。本当に汗流しているんで

すか、部長。この屋内遊戯施設の問題は３年越し

ですよ。これはきょう関係団体の方来てないから

言えますけれども、がっかりされますよ、米沢市

何やってんだ。その辺、率直に今のお気持ちをお

聞かせください。 

○海老名 悟議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 関係団体の方だけでなく

て、いろんな市長への手紙なり、いろんな方面か

らそういった屋内遊戯施設の整備、他市のような

施設をつくってほしいという要望をここ２年ほ

どいろいろいただいております。 

  そういったことで、ぜひ米沢市にそういった屋

内遊戯場をつくりたいということでこれまで進

めてまいりましたけれども、この第１期実施計画

の中でそれを実現できないというのは非常に残

念だというふうに思っております。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） 重きがないと僕は思って

いますね。だったら、米沢市まちづくり総合計画

第１期、これつくりましたね。これは誰がつくっ

たんですか。総務部長、これは誰がつくったんで

すか。教えてください。 

○海老名 悟議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 市全体の総意ということでご

ざいます。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） そうしたら、ここに序論

とありますよね。１ページです。この真ん中に、

安定した市民生活の実現を図り、まちの活力を高

めていくには、国、県等の支援制度を積極的に活

用する。事業の見直しや行政改革、財政健全化に

向けて、人口減少・高齢化という大きな課題に適

切に対応した施策を推し進めていく必要がある。

うたっているじゃありませんか。 

  企画調整部長、国のお金がもらえるのになぜや

らないんですか。教えてください。 

○海老名 悟議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 私どものほうもいろいろ

国からは情報をいただいております。それで御指

摘の御質問の中身が私のいただいているものと

同じかどうだかわからないところではあります

が、さまざまな課題がありますので、担当、例え

ば建設主管課のほかに財政当局、私ども企画、全

庁的にある程度関係課が集まって、その課題を解

決しながら進めるかというような検討が一つ一

つ必要ではないかなと思っております。 
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○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） そうした連携が図られて

きての今回の結果ということで受けとめてよろ

しいんですか。本当にそういう連携がとられてき

た結果が、今回例えばこの屋内遊戯施設だけかも

しれないけれども、これからもう一度この計画を

されたものがほかに白紙になっていく可能性は

ないんですか。それも考えられるということなん

ですか。 

  ですから、私が言いたいのは、行財政改革を進

めて財政健全化を進めていく中で、単年黒字だと

言ってるじゃありませんか。「黒字になったのな

ら何でこれできないの」と市民の方は単純に思い

ますよ。何で中止になるんですか。それも子育て

世代の方ですよ。子供たちに夢を与えていく、子

供たちがこれからの米沢を背負っていく、その子

供のために投資ができないということなんです

よ。投資ができない。 

  我々はそういうふうな部分で、市長、よく言い

ますね。「国と県連携を図るべきだ。米沢創生、

地域創生。議会と両輪となって」。我々は皆様方

が動けない分中央に行って県に行って、そういう

情報収集をして、そして形をつくってくるんです

よ。それを御提案をしてきたんです、これまでも。

来年からこのメニューがなくなるのは申し上げ

ましたよね。この単年度の予算が内閣府の中で余

っているから、米沢市さんが本気ならばこの予算

をつけましょうと。12月20日前後までぜひ頑張っ

て計画書を上げてくださいというお話をさせて

もらったじゃないですか。 

  でも、私は全く動きが見えてこないので、今回

わざわざ屋内遊戯施設を問題として質問してい

るんですよ。多分それだけじゃないかもしれない、

これから。もしかしたらこの第１期計画でやれな

いことはたくさん出てくるかもしれない。机上の

空論ですよ、こんなもの。だから、私に言わせれ

ば。 

  市長、どうですか。先日も御一緒させていただ

きましたけれども、そういう小さなお子さんを持

つＰＴＡの方々から是が非でもというお声があ

る中で、早期に検討しそういう御意見があったの

も私も承知をしているんです。でも、白紙という

のは響きが悪い。今後どこまでにこういったもの

をしっかりと整備をしていく希望のある御答弁

をいただきたいと思うんですが、いかがですか。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 今回の白紙に戻したという経過に

ついては、この場で議員に言わなくても御承知か

というふうに思っております。 

  そういったところで、やっぱり先日も保護者の

方々の御意見を聞く機会がありました。そういっ

た中でいろいろ御要望はあったと思います。しか

し、白紙にしたものにかわって、じゃ今現在どこ

までの屋内遊戯施設をできるかということにつ

いてはやっぱり検討していかなきゃならない。 

  ただ、今までは１つの施設のフロアを借りてと

いうことでありましたから、新たな対応となって

くると、今議員から御指摘いただいているリファ

イニング方式でのポポロということについては、

やっぱりポポロそのものを今後中心市街地の活

性化のためにどうしていくのかというのが一番

大きな課題だというふうに思っております。 

  ただ、お話ありますように、米沢市単独の事業

ではありませんので、御提案いただいている部分

については、民間団体とかそのほかの団体、あと

役所機能もどうするかということも今例示いた

だきましたので、そういったことについて、ただ

検討する時間となってくると、国との政策絡みで

12月20日ころまでだということだと、どこまでそ

こが調整図られるかというふうに考えておりま

す。 

  いずれにしましても、ポポロについては何とか

やっぱりあのままではだめだということは誰で

も認めているわけでありますので、もうちょっと

時間をかしてほしいと言っても、その時間も本当

にないというふうに思いますので、ちょっと遊戯
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施設についてもこれからどうしていくのかとい

う新たな展開になってきますので、国との関係も

あることは承知しておりますので、ちょっと間に

合うかどうかは別にしましても、ちょっと詰めさ

せていただきたいというふうに思います。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） ぜひ早急な検討をしてい

ただきたい。その上でやっぱりスピード感ですね。

行政にこれから求められるのはスピード感。いつ

まで放っておくんだという話なのか。いつまでに

やるという話なのか。後ろが見えなければずっと

続いていくわけですよね、示せないんですから、

病院の建設もそうですよ。いつまで、定めが必要

なんじゃないですかね。 

  それから、ちょっとこのいきさつで、実は９月

に申しわけない、忘れたんですが、この１ページ

の真ん中の（２）に、後で皆さんも見ていただき

たいんですが、「事業の企画に当たっては、これ

までの事業成果及び財政健全化で取り組む内容

についても十分に考慮し」、この後です。「徹底

したスクラップ・アンド・ビルドの姿勢で臨みま

す」。こんなことやっていったら、幾らお金あっ

ても足りませんよ。スクラップ・アンド・ビルド

という考えはもう変わったんです。世の中。ほか

の自治体も。こんなもの堂々と載せていたら笑わ

れますよ。そこをまず御指摘だけしておきます。 

  ２番目に入らせていただきます。 

  交通安全対策なんですが、先ほど本市の取り組

みとしてお聞きをいたしました。最近ではもう話

題になっています高齢者のドライバーの事故、こ

れが多発をしている。特に75歳以上の方々の事故

というのが非常に全国でもメディアでも取り上

げておられるんですが、今山形県においてはこう

した高齢者ドライバー、もちろん全国的にもそう

なんですが、いわゆる免許の返納推進をしている。

これは強制できるものではなく、御本人がその体

調のあり方によって自主的に返納を進めていか

なければならない。 

  しかしながら、これも足がなくなると。これは

９月でもデマンド交通の話につながっていくか

もしれませんが、交通弱者にとっては足がなくな

ると大変不便な生活を送らなければならないと

いうこともあって、今山形県では７市８町でこう

した免許を返納された高齢者に対して、バスの割

引チケットであるとかタクシー券を配る政策、あ

るいは９月も申し上げました、米沢でいえば愛の

商品券を何らかの形で利用していただく、そうい

う優しい政策が進められている。 

  この辺の対策は本市として、高齢者ドライバー

に対する免許返納、今世の中がこういうふうに動

きが変わってきた中で、今現在どのようにお考え

をお持ちか教えてください。 

○海老名 悟議長 菅野市民環境部長。 

○菅野紀生市民環境部長 高齢者ドライバーの免許

返納につきましては、県内では既に自主返納者に

対する支援事業、今お話あったとおり多くの市町

で実施している状況があります。 

  また、本市でも市民の皆様から問い合わせも

年々多くなってきております。さらに、高齢者に

よる事故がやはり全国的に増加傾向にあること

などを踏まえて、本市でもその対策を講じる必要

性は十分認識しておりまして、既に関係機関とも

協議を行いまして検討をしているところでござ

います。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） やっぱり我々は雪国であ

ります。これからもう雪も降ってまいりまして、

特に雪道というのは判断一つでは夏場よりも事

故が起きる可能性が高くなってくるんだろうな

というふうに思います。 

  私がよく毎年思うのは、雪がたまってて、ちょ

っと雪が解けたころに、高齢者の方が自転車で雪

道に乗るんですね。これはもう多分皆さん御経験

あるかと思いますが、やはり歩道はもう雪がたま

っているから車道に出てくる。大体お見受けする

のは高齢者です。冬場に自転車に乗っている方。
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この啓発活動とかは私は今余り目にしたことが

ないんですが、本市としてこの啓発活動というの

は何か考えてこれまでやられてきたか、教えてく

ださい。 

○海老名 悟議長 菅野市民環境部長。 

○菅野紀生市民環境部長 実際、今議員がお話しに

なったとおり、実は一昨年雪が少ない状況でかな

り高齢の自転車の方がふえた経過がございまし

て、事故も確かにふえてございます。そういった

こともありまして、さまざまな地区の皆様や警察

のほうと連携を図りまして、そういう方たちとい

いますか、一般的な啓発活動でございますけれど

も、取り組んでまいったところでございます。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） そうですね。私も本当に

地区の皆様の御協力がないとこうしたものとい

うのは、学生なんかはほとんど乗らないんですよ

ね、ほとんど。小中学生もですが、高校生になれ

ばもう大体親御さんが冬場送り迎えをしている

か、バス等を使って帰られているお子さんが多い

んですが、どうしてもやっぱり時間帯、夜とか夜

中とか早朝はいらっしゃいませんよ、さすがに。

しかし、ちょっと気温が上がった時間帯になると、

そういう高齢者の方がやっぱりどうしても自転

車で雪道を乗られる。これは本当にシーズンで言

ったら二、三度ないしもうちょっと見かけますか

ね。これほど雪道を走るドライバーにとっては迷

惑なことはないなと私は思っていますし、また、

そうやって自転車で移動されている高齢の方も

含めて認識をやはり地域に、地域でそういった取

り組みをしていただきたいなと。 

  だから、今、各地区には防災組織が整備されて

いますけれども、今後もやはりそういった意味で

は、小中学生も子供たちも巻き込んだ交通安全対

策の地域の、町内会の組織づくりということも１

つ、これは本市のまた新たな取り組みとして、交

通安全に対する組織化というものも各御町内、各

地区で取り組んでいただくことが必要だと私は

考えますが、その辺はいかがでしょうかね。 

○海老名 悟議長 菅野市民環境部長。 

○菅野紀生市民環境部長 現在でも地区におきまし

てはそれぞれ交通安全の団体が組織されており

まして、さまざまな取り組みをやっていただくほ

か、やはり交通安全母の会の皆様とかさまざまな

方々が活動していただいて、幼児、小学生、中学

生、学生、そういった方たちの安全のために啓発

活動を行っていただいておりますので、さらにそ

こに新しい組織をというものではなく、今ある組

織を十分活用して取り組んでまいりたいという

ふうに思っております。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） やはりその交通安全とい

う部分に関しましては、地域の交通安全協議会の

方々がメーンとなっておりますが、波及効果とい

うような部分ではまだまだ私はちょっと地域全

体には薄いのかなと思っております。ぜひそうい

ったところも、市と各地域の皆様方で連携をとっ

て進めていただきたいと思っております。 

  それから、学校関係ですね。これは毎年通学路

の問題で米沢市内各地域、冬期間になると通学路

を変更して登校している実情もございます。その

中でもやはり通学路を変えていても危険である

と、こういう報告を私も地元からもよく聞くんで

ございますが、そういったときの対策というのは

学校のほうではどういうふうにされているのか、

教えてください。 

○海老名 悟議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 冬場の登下校については

大変危険が多くございます。特に登校時は登校班

で登校しますので、人数が多くなり列も長くなる

ということで、いろんな危険性があります。雪が

降りますと除雪の関係で極端に道幅が狭くなっ

たりするということもありまして、降雪時には、

先ほど議員がおっしゃるとおり、通学路を変更す

ることもあります。 

  その際には関係する子供たちを集め、保護者を
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集め、また地域の方とも連絡をとりながら、一番

いい安全な道を考えて通学路を変更し、家庭及び

地域のほうにも御連絡しているところでござい

ます。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） やはりマンモス校になり

ますと、ある一定学校が近くなればなるほど、そ

の登校時間に合わせてどんどんどんどん最終的

な交差点がすごく子供が集まるんですね。先ほど

申し上げましたように、ことしはその高齢者事故

の中で、横浜で起きた通学路に高齢のドライバー

が突っ込んだと。これは本当に我々雪国に住む者

としては、雪のスリップが原因でそういった事故

が起こらないとも限らない。ましてや高齢者の事

故が一番多発しているのは交差点ですから。交差

点付近だと言われているんです。 

  そうしたことでやはり冬の、夏場の通学も当然

そうですけれども、冬の通学に関してはある一定

の、やっぱり立哨していただいている安協の方も

いらっしゃるんですが、例えば私は東部地区です

が、東部小学校に通うときなんかは、最後の駅前

からずっと学校に向かうところに一番子供がた

まるんですね。だから少し間隔を置いて歩きなさ

いよと教えても、やっぱりそこに集まってくると

どうしても同じ年代、同じクラスの子がいるとも

う班から列を乱したりしてたまっていく傾向が

見られます。だから、そういったところもぜひ徹

底をして、学校のほうで御指導いただきたいなと

いうふうに要望をして終わります。 

  最後に、万世橋成島線の今後の整備であります。 

  部長から御報告をいただいたとおり、実質的に

今石垣町塩井線の北進関係の整備が終わって、県

のほうにお伺いをしたところ、これからは南進の

計画はあるんだと。 

  今回も私も議会報告会を回って、２年前にも南

原地区に行って、このたびも南原地区の方々と意

見を交換してまいったんですが、アクセス道路自

体がいつできてくるんだというお話がやっぱり

上がりました。これは２年前にも一般質問で同じ

ようなことをお聞きをしたときに、やはり万世橋

成島線との関連があるということで、直接県のほ

うにも重要事業としてずっと、これは米沢市の課

題として重要事業として要望を出してきたんで

すが、部長がおっしゃったとおり、米沢インター

チェンジからのアクセスの循環路線として期待

がかかっていた万世橋成島線なんですが、これは

今後非常にハードルが高い整備だと思っている

んです、私自身。 

  何でかというのは、市内に入るアクセス道路が、

中央インター、道の駅ができたことによって、も

うそこは要らないでしょ、あそこをつなげる必要

がないんじゃありませんかという考え方ももう

出てきているんです。 

  しかし、米沢市の都市計画を考えていく上では、

あそこは車の交通量が減ろうが減らなかろうが

つくらなければならない路線だと私は思ってい

るんです。そこを本市としてどのくらい意識を持

っているかということは、私は大切だと思うんで

す。その辺はいかがですか。 

○海老名 悟議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 今お話があったとおり、１つ

は中央自動車道に中央インターができたという

ふうなことで、交通量の配分が今の都市計画決定

の姿と相違が出てきております。そういったこと

を踏まえながら今いろいろ議論しているところ

でありますが、お話あったとおり万世橋成島線の

山大のところから国道13号へのネットをつなぐ

というふうなことは、１つの外回りの環状を形成

するというふうなことで大事な路線というふう

に認識しております。 

  また、お話のありました石垣町塩井線のほうも、

万世橋成島線との形を合わせる、整備の歩調を合

わせることで、内環状線としての市街地ネットワ

ークも図られるというふうなことで、両方とも大

事なものというふうに担当として強く思ってお

ります。そういったことで、早期着工なり事業化
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に向けて引き続き努力してまいりたいと思って

おります。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） ですから、県のほうでは、

まず石垣町塩井線に関しては南進は今後検討材

料があるんですと。しかしながら、城南郵便局か

ら東進をする、いわゆる循環路線に関しては、米

沢市がいつ決めていくかによってはあの福田町

から先というのは切れていかないんですよ。それ

は県との協議で話になりませんでしたか。 

○海老名 悟議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 ただいま石垣町塩井線の福田

町からの南進のお話が出ましたけれども、県との

勉強会とか今までの過程におきましては、あの区

間から県道外というふうなことで、現在のところ

を市整備区間というふうなことでいろいろお話

をさせていただいているところです。そのような

こともあって、県と市で連携を進めながらやって

いきたいというふうに思っております。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） ですから、市は財政厳し

いじゃないですか。財政厳しいからこそ、地元の

県会議員が、あの福田町から城南郵便局が来る、

いわゆる結節する部分に対して県で何とか整備

をできないものかと。すると、県は検討する材料

はありますよと。しかしながら、城南郵便局から

東進をしてくる万世橋に向かう路線が決定が図

れない。 

  じゃ、あそこの部分はどっちが持つんですか。

城南郵便局から万世橋に向かう東進の部分とい

うのは米沢市が整備を進めるんですか。県にお願

いをして整備をしてもらうんですか。どっちなん

ですか。 

○海老名 悟議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 城南郵便局から国道13号のほ

うに東進するのは、米沢環状線としての県道の位

置づけですので、県事業というふうに認識してお

ります。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） ですから、全てが県にお

願いをしていかなければ、あの道路はできないと

いうことなんですよね。ですよね。 

  その中で私が今回聞きたいのは、じゃ米沢市が

どれくらいあの環状線に重きを置いて、じゃ県が

出せないんなら市が何とか一般財源の中で、ある

いは国の都市整備の中の新たなメニューの中で、

あそこの道路をつくるとしたらどれくらいかか

ると計算されていますよね。建設部のほうで、私、

通告もしていますから。あえてどれくらい独自で

やるとすれば予算がかかるんですか。その試算は

出していますか。もし出しているなら教えていた

だきたい。 

○海老名 悟議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 どれぐらいの事業費かという

ことにつきましては、やはり今の都市計画決定し

ている姿と交通量が変わってくるというような

ことも踏まえまして、道路構造自体をどうしてい

くか、そういったことが議論の上で決まっていく

というようなこともありまして、事業経費自体は

どれくらいかかるということは、事業主体でもあ

りませんので、市のほうとしては把握していない

ところであります。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） だから、重きがないと言

わざるを得ないんですよ、私は。これは平成８年

から始まってきた問題ですよ、万世橋成島線は。

全部、だから国のお金、県のお金、もらえないか

らつくれませんでしょ。大体ここの総事業費、そ

んなことも把握していないんですか。大体これく

らい見込まれるという数字わかってらっしゃら

ないんですか。いかがですか。 

○海老名 悟議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 県のほうからは、橋梁３本か

かるとかそういった事情もあり、前段お話し申し

上げたとおり、規格の高い道路ですので相当な事

業費というふうなことでお聞きしているところ
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です。 

  そして、県が事業化した場合、県営事業負担金

として市も県が負担する部分のある程度の負担

というようなこともありますので、そういったこ

とを踏まえながら、また、石垣町塩井線の南進も

市のほうでセットで進めるというような県と市

の連携を深めながら、何とか事業化のほうを進め

てまいりたいと思っております。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） 私は、ぜひ試算は市独自

でも算出するべきですよ。どれぐらいの事業費が

かかるかというのは。これは算出するべきですよ。

県がやってもらえなかったらずっとやれないん

でしょう。だから、試算も出してないということ

は、米沢市単独ではやらない、できないと思って

いるの。やるという思いがないからこそ試算もし

ていないんですよ。だから、いつまでたっても20

年たったって道路はできないんですよ。 

  昔、「コンクリートから人へ」とちょっとはや

りましたけれども、地方はまだまだ人もコンクリ

ートも必要なんですよ。町の形成、都市計画を進

めるためには。そのためにそこで生きてる人が試

算も出せないではだめなんです。全ての計画は、

都市計画とはそういうものでしょう。米沢市だけ

でできないからこそ県や国にお願いをするんじ

ゃありませんか。でも、米沢市が潤ってお金があ

ったら独自でしませんかね。そういう気概性だと

私は思っているんですが、建設部長、いかがです

か。 

○海老名 悟議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 あの路線は高規格の道路とい

うようなことで、道路のネットワーク自体は県の

事業ということで、市は後ろのほうから応援する

ということで、事業化の環境づくりとかそういっ

たことで県と連携をしながら進めるということ

で勉強会なり、あと県のほうとも話しているとこ

ろです。 

  御指摘があった事業費につきましては、相当な

額というようなことと、あと、やはりつくる形が

どういうふうになっていくか、まだいろいろ詰め

ていないところもありますので、こちらのほうか

らここの場でどれくらいとかというところも難

しいわけですので、御理解のほうをお願いいたし

ます。 

○海老名 悟議長 木村議員。 

○１番（木村芳浩議員） ぜひ市民に対しては夢の

ある答弁をしていただきたいと思いますね。連携

をする、相談をする、検討をする、ほとんど進み

ませんよ。今までも。これからは変わるんじゃな

いですかね、市長もかわって。空白の何年と言わ

れてきたものが、市長がかわって変われるんじゃ

ないですかね。それを期待しているんじゃないで

すかね、市民は。 

  最後に市長にお聞きしますけど、この就任され

て１年間は、やはりこれまでの蓄積されたものの

整理整頓、お掃除を１年間されてきたと思うんで

す。これから残り３年というのは、今度は新しい

中川市長が試されることだと思います。その辺に

ついて最後に一言いただければありがたいんで

すが、いかがでしょうか。 

○海老名 悟議長 中川市長。 

○中川 勝市長 まず、全体的な問題は別にしまし

ても、これからの米沢の持続可能な発展のために

どのように取り組んでいくかということが問わ

れてくるんだろうと、このように考えております。 

  ただ、この万世橋成島線については当初の目的

が変わったわけであります。それは議員も御承知

のとおりであります。そのとき、今部長からは高

規格の道路という言葉が再三出ておりましたけ

れども、４車の道路と。そして、立体交差と。石

垣町塩井線と万世橋成島線は立体交差というの

が当初の考え方であったわけでありますけれど

も、ただやっぱり余りにも立体交差だとお金がか

かり過ぎるというようなこともありまして、その

後はたしか平面交差になっているというふうに

思っております。 
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  それで、私も県議時代に大分この件については

触れてまいりました。ただそういった中で、何と

してもあの山大前の変形十字路だけは直さなき

ゃならないということで、ちょっと今も変形的な

格好にはなっていますけれども、あそこは道路改

良、交差点改良として改良させていただいてきま

した。 

  今度はその後の問題ですけれども、やはりまだ、

じゃ一度はあそこは区画整理の中で道路を通す

という話も実はあったわけで、それがだめになっ

てしまったということもあって、県との協議もど

こまでどうだかというところも、事務方で進めて

いるというから私は任せておりますけれども、果

たして我々としてしっかり考えていかなきゃな

らないのは、４車線でいいのか２車線でいいのか

と。 

  もうインターチェンジからの市内の導入という

のは（仮称）中央インターになりますので、そこ

ら辺もどう詰まっているのかということについ

ても、建設部長のほうに話をしておりますけれど

も、事務方だけでどこまで今現在進んでいるかも

承知まだ私はしておりませんので、やっぱり今申

し入れがありますように、今後石垣町塩井線との

兼ね合いもありますので、であるならば、やっぱ

り米沢市の方針としては万世橋成島線は重要事

業としても上げていますから、これは大事な道路

だと私も理解しておりますので、であるならば、

それなりの私からの県に対する対応もしていか

なきゃならないのかとこのように考えておりま

す。 

○海老名 悟議長 以上で１番木村芳浩議員の一般

質問を終了します。 

 

 

 

  日程第２ 承第３号専決処分事件の承認を 

       求めることについて 

 

○海老名 悟議長 次に、日程第２、承第３号専決

処分事件の承認を求めることについてを議題と

いたします。 

  この場合、市長から提案理由の説明を願います。

中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 ただいま上程になりました承第３

号専決処分事件の承認を求めるについて説明い

たします。 

  処分第15号米沢市教育研究所設置条例及び米沢

市置賜総合文化センター設置条例の一部改正に

ついては、米沢市教育研究所の位置を改めるとと

もに、置賜総合文化センターの構成施設に同教育

研究所を加えたものであります。 

  何とぞ御了承賜りますようお願い申し上げ、提

案理由の説明といたします。 

○海老名 悟議長 ただいまの市長説明に対し、御

質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○海老名 悟議長 質疑を終結いたします。 

  次に、議員間討議を行います。 

  議員間討議の御希望はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○海老名 悟議長 なければ、議員間討議を終結い

たします。 

  これより討論に入りますが、通告がありません

ので討論を終結し、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  承第３号を承認することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海老名 悟議長 御異議なしと認めます。よって、

承第３号は承認することに決まりました。 

 

 

 

  日程第３ 議第１２１号米沢市一般職の職 

       員の給与に関する条例等の一部 

       改正について外７件 
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○海老名 悟議長 次に、日程第３、議第121号米沢

市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改

正についてから日程第10、議第128号米沢市特別

職の職員の給与に関する条例及び米沢市病院事

業の管理者の給与等に関する条例の一部改正に

ついてまでの議案８件は、議事の都合により一括

議題といたします。 

  この場合、市長から提案理由の説明を願います。

中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 ただいま上程になりました議第

121号から議第128号までの８案件について説明

いたします。 

  初めに、議第121号米沢市一般職の職員の給与に

関する条例等の一部改正について説明いたしま

す。 

  本案は、山形県人事委員会勧告に準じ、一般職

の職員の給料月額の改定、勤勉手当の支給割合の

変更等をしようとするほか、規定の整備を図るた

め提案するものであります。 

  次に、議第122号米沢市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部改正について説明いたしま

す。 

  本案は、山形県人事委員会勧告に準じ、介護の

ため１日の勤務時間の一部につき勤務しないこ

とが相当であると認められる場合における休暇

を新設しようとするほか、所要の改正を行うため

提案するものであります。 

  次に、議第123号から議第127号までの補正予算

５案件について説明いたします。 

  議第123号平成28年度米沢市一般会計補正予算

（第７号）は、給与改定や会計間異動等に伴う職

員給与費及び特別会計繰出金として、1,297万

5,000円を増額補正するほか、民生費におきまし

ては、放課後児童クラブ環境改善整備推進事業費

補助金として784万7,000円を増額しようとする

ものであり、この結果、補正前と合わせた一般会

計の予算総額は386億2,761万1,000円となります。 

  これらに伴う財源としましては、特定財源とし

て国庫支出金を増額補正するほか、一般財源とし

て財政調整基金繰入金を増額補正しようとする

ものであります。 

  次に、特別会計でありますが、議第124号平成28

年度米沢市国民健康保険事業勘定特別会計補正

予算（第３号）、議第125号平成28年度米沢市後

期高齢者医療費特別会計補正予算（第１号）、議

第126号平成28年度米沢市介護保険事業勘定特別

会計補正予算（第３号）及び議第127号平成28年

度米沢市下水道事業費特別会計補正予算（第２

号）につきましては、給与改定及び会計間異動等

に伴う職員給与費を補正しようとするものであ

ります。 

  次に、議第128号米沢市特別職の職員の給与に関

する条例及び米沢市病院事業の管理者の給与等

に関する条例の一部改正について説明いたしま

す。 

  本案は、常勤の特別職の職員、議会議員及び病

院事業の管理者に対して支給する期末手当の支

給割合を変更するとともに、当分の間は従前の支

給割合により期末手当を支給しようとするため

提案するものであります。 

  以上、提案いたしました各議案につきましては、

よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い

申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○海老名 悟議長 ただいまの市長説明に対し、総

括質疑を許可いたします。御質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○海老名 悟議長 なければ、総括質疑を終結いた

します。 

  ただいま議題となっております議案８件は、会

議規則第37条第１項の規定により、お手元に配付

しております議案付託表（追加）及び議案付託表

（追加その２）のとおり、それぞれ所管の委員会

に付託いたします。 

  所管の委員会は、会議日程により慎重審査の上、
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来る12月21日の本会議にその結果を報告願いま

す。 

 

 

 

  散    会 

 

○海老名 悟議長 以上で、本日の日程は終了いた

しました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

  午後 ３時１６分 散  会 

 


